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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)

医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第釘号。以下「改正法」という。)が令和

7年12月12日に公布され、改正法のうち医療法(昭和23年法律第205号。以下 N却と

いう。)の一部改正(オンライン診療関係)については、令和8年4月1日付けで施行する

こととされている。

これに伴い、今般、医療法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第66号。以下

「改正政令」という。)、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第

46号。以下「改正省令」という。)、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に

基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告

することができる事項の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第H5号。以下「改

正告示」という。)がそれぞれ令和8年3月27日に公布され、いずれも令和8年4月1日付

けで施行・適用することとされている。

これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内

の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。

医政発0327第5号

令和8年3月27日

厚生労働省医政局長

(公印省略)

第1 改正の趣旨

2040年以降を見据えたこれからの医療提供体制については、高齢化に伴う医療二ーズの

変化や人口減少を見据えたものとする必要があり、特に、オンライン診療は、医療資源が少

ない地域をはじめ、医療アクセスの確保に有用であるため、適釖な実施と推進を図ることが

重要である。

これまでオンライン診療については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成

30年3月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知男1絲氏。以下「オンライン診

療指針」という。)等の法令の解釈運用により、その実施を図ってきたが、改正法では、

①医療法上の医療提供施設のーつとして>患者がオンライン診療を受ける施設である「オ

ンライン診療受診施設」を位置づけ、診療所と比較して簡素な要件・手続等のもとでの整

記



備を可能とすること

②オンライン診療指針の内容を省令に引き上げることで、違反に対しては都道府県知事等

(保健所設置市長・区長を含む。)の是正命令等を可能とすること

等を内容とする改正を行い、オンライン診療の適切な実施と推進を図ることとしている。

第2 改正の主な内容

1 オンライン診療について

「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機と患者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、

医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話するこ

とが可能な方法による診療をいう(改正法第1条による改正後の医療法(以下「新法」とい

う。)第2条の 2第 1項)。

2 オンライン診療受診施設について

「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行

う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、

その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう(新法第2条の2第

2項)。

オンライン診療受診施設は、特に医療資源が少ない地域において、医療アクセスの向上に

資するものであり、例えぱ、へき地等において、住民にとって身近な郵便局や公民館などを

活用して設置されることが期待される。

なお、これまで、公衆又は特定多数人の患者に対するオンライン診療について、患者がオ

ンライン診療を受ける場所において、診療所又は病院の開設が行われ、当該診療所等が確保

した管理者(医師又は歯科医師)による監督及び管理・運営のもとで、医師又は歯科医師が

オンライン診療を行う必要があったが、改正法の施行後は、当該場所がオンライン診療受診

施設である場合であって、医師又は歯科医師が当該場所でオンライン診療のみを行う場合は、

診療所等の開設がなくとも、当該医師又は歯科医師及びその勤務する診療所等の責任のもと

で、オンライン診療を行うことが可能になる。

また、オンライン診療は>患者の居宅や特別養護老人ホーム等において受けることが可能

であるが、このほかに、個々の患者の日常生活等の事情を踏まえ、居宅と同様、療養生活を

営む場所として>患者が長時間にわたり滞在する場合にも、当該場所での受診力靖忍められる。

一方で、当該場所で、業としてオンライン診療が行われる場合には、少なくともオンライン

診療受診施設としての設置の届出を行うものとする。

3 オンライン診療を行う医療機関の届出について

病院又は診療所の開設の許可を受けた者が、病院又は診療所を開設したときは10日以内



に所在地の都道府県知事等に届け出なければならない事項に、「その勤務する医師又は歯科

医師がオンライン診療を行うときはその旨」を追加する(改正省令による改正後の医療法施

行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「新規則」という。)第3条第1項第5号)。また、

届け出た事項に変更を生じたときも、10日以内に届け出なければならないものとする(同

条第2項)。

同様に、診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条

第1項の規定により都道府県知事等に届け出なければならない事項及び変更時に届け出な

ければならない事項にも、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときは

その旨」を追加する(新規則第4条第3号及び医療法施行令(昭和23年政令第326号)第

4条第3項)。

ただし、いずれの場合にあっても、令和8年4月1日時点で現にその勤務する医師又は歯

科医師がオンライン診療を行っている病院又は診療所の開設者については、令和9年3月

31日までの間は、変更の届出を要しない事項とする(改正省令附則第3条)。そのため、当

該変更の届出は、原則毎年1月1日から3月31日までの間で都道府県が設定する期間にG-

MIS を使用して行うこととされている医療機能情報提供制度における定期報告(※)と同時

期に行うことが考えられる。

※オンライン診療に関しては、「オンライン診療の実施の有無及びその内容」が報告事項

4 オンライン診療受診施設の設置に係る届出等について

(1)設置に係る届出等

オンライン診療受診施設の設置者は、設置後 10日以内に、オンライン診療受診施設の所

在地の都道府県知事等に届け出なければならないものとする(新法第8条第2項)。また、

届け出た事項に変更を生じたときは、10日以内に、所在地の都道府県知事等に届け出なけ

ればならないものとする(改正政令による改正後の医療法施行令第4条第4項)。

これらの規定に基づき届け出なければならない事項は、以下のとおりである(新規則第5

条の 2)。

【届出事項】

・設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)(*)

・名称(*)

・設置の場所(*)

・敷地の面積及び平面図

・建物の構造概要及び平面図

・設置者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例

・設置の年月日

また、オンライン診療受診施設の設置者は、正当の理由がないのに、そのオンライン診療

受診施設を1年を超えて休止してはならず、休止又は再開したときは、10日以内に、都道府



県知事等に届け出なければならないものとする(新法第8条の2第1項・第2項)。

加えて、オンライン診療受診施設の設置者が、そのオンライン診療受診施設を廃止したと

きは、10日以内に、都道府県知事等に届け出なければならないものとする(同法第9条第1

項)。

更に、オンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失腺の宣告を受けたときは、戸籍

法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失腺の届出義務者は、10日以内に、そ

の旨をその所在地の都道府県知事等に届け出なければならないものとする。(同条第2項)

なお、これらに違反した者は、20万円以下の罰金の対象となる(法第89条第1号)。

これらの届出の標準様式は別添2の様式例1から4までのとおりであるため、都道府県等

こおいては、これを活用されたい。

また、保健所設置市長・区長は、毎年10月31日までに、その年の 10月1日現在におけ

る所定の事項(上記届出事項のうち(*)が付された事項)を記載した書面を都道府県知事

に通知しなければならないものとする(新法第25条の2、新省令第22条の5第3項)。

(2)設置者等

オンライン診療受診施設は、個人又は法人が設置することが可能であり、設置者について、

医療従事者であること等の要件は設定していない。

また、設置者や法人が定めた管理・運営責任者は、オンライン診療受診施設に常駐・専任

であることを要しないが、遠隔で当該施設を管理等する場合も含め、通信機器の不具合や患

者急変時等に>患者やオンライン診療を行う医師又は歯科医師、病院又は診療所、都道府県

等が連絡できる連絡先を提示し、速やかに対応できる体制を確保することが求められる。

(3)その他

届出等を受け付けた都道府県知事等は、当該オンライン診療受診施設に関して、実地検査

を行うことを要しない。一方で、当該施設の設置者については、オンライン診療基準におい

て遵守すべき基準が定められているほか、公表を行う必要があり(いずれも後述)、これら

を遵守して当該施設を管理等している旨を、設置後1か月以内を目途に、都道府県知事等に

対し、記入した別添3のオンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」により提出する

こと。

また、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する

医療機関と協定・契約を結ぶことが考えられる。その場合、当該設置者は>患者の選択に資

するため、当該医療機関(連携医療機関。複数ある場合は複数。)の名称等を、ウェブサイ

トへの掲載その他適切な方法により、公表するものとする。

また、オンライン診療受診施設の設置者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連

携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとされ(新法第30条の7第1項)、



また、都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要が

あると認めるときは、オンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な情報の提供を求める

ことができる(同法第30条の5)などとされていることに留意されたい。

5 広告規制等について

(1)医療広告

改正法においては、医療広告(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広

告)における広告可能事項に、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設

を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあっては、当該オンライン診療を行う旨

及び当該オンライン診療の内容に関する事項」を追加している(新法第6条の5第3項第15

号)。また、オンライン診療基準(後述)の遵守に必要な事項を広告可能事項に追加したほ

か、オンライン診療受診施設等も、オンライン診療を行う医療機関について広告可能事項を

広告できることを明確化した(同項第 16号、改正告示による改正後の医療法第6条の5第

3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、

診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108

号)第4条第1項第20号及び第2項)。

(2)オンライン診療受診施設に関する広告等

オンライン診療受診施設は>患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものであ

り、サービスに関する不当な表示は、一般に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年

法律第 134号)により禁止される。

もっとも、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項を

定めること等により、医療を受ける者の利益の保護等を図ることを目的(法第1条)として

いる法においては、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない点について>患

者が誤認しないようにする必要がある。そのため、オンライン診療受診施設に関しては、当

該施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示し

た上で、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項を

広告できるものとした(新法第6条の7の2、新省令第1条の 10の2)。

なお、都道府県知事等は、オンライン診療受診施設に関するものも含め広告が、これらの

広告規制に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し必要な報告

を命じること等ができる(新法第6条の8第1項)ほか、これらの広告規制に違反している

と認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告の中止又は内容の是

正を命ずることができ(同条第2項)、当該命令に違反した者は、 6月以下の拘禁刑又は30

万円以下の罰金の対象となる(法第釘条第1号)。

また、オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オン

ライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならないものとする(新法第3条第4項)。



なお、これに違反した者は、20万円以下の罰金の対象となる(法第89条第1号)。

これらの広告規制及びオンライン診療受診施設に関する類似名称使用に関する詳細につ

いては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医

療広告等ガイドライン)」(平成30年5月8日付け医政発0508第1号厚生労働省政局長通知

別紙3)及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成30年8月10日付け厚生労働

省医政局総務課事務連絡別添)を参照されたい。

(参考)厚生労働省HP:医療法における病院等の広告規制について

PS://WWW.m w. o jp/stf/seisakunltsuite/bunya/kenko _iryou/ir ou kokokukisei/1

ndex. html

6 オンライン診療基準、オンライン診療指針等について

(1)総論

これまでオンライン診療にっいては、オンライン診療指針等の法令の解釈運用により、そ

の実施を図ってきた。オンライン診療指針における対応については、これまで研究班(※)

において議論を行ってきたところであり、改正法の施行、適切なオンライン診療の普及に向

けた対応、規制改革の観点における指摘、情報セキュリティ等の取り巻く環境の変化への対

応を踏まえ、今般、見直しを行う。

(※)オンライン診療の適切な実施に関する研究(令和6年度~令和8年度:厚生労働行政

推進調査事業費補助金健康安全確保総合研究分野地域医療基盤開発推進研究)

一方で、改正法においては、厚生労働大臣は、厚生労働省令で、①オンライン診療を行う

病院又は診療所の施設・設備及び人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対

する説明、④患者急変時の体制確保、⑤その他に関する事項について、オンライン診療の適

切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。)を定めなければならないも

のとされ、また、オンライン診療は、当該基準に従って行われなけれぱならないものとされ

た(新法第 14条の3)。

これを踏まえ、今般、オンライン診療基準は、オンライン診療指針の「最低限遵守する事

項」を基本として規定するものとする(新省令第9条の6の3から第9条の6の 19 まで)。

オンライン診療基準の施行に当たっては、オンライン診療指針や「「オンライン診療の適

切な実施に関する指針」に関するQ&Aについて」(平成30年12月26日付け医政医発 1226

第3号厚生労働省医政局医事課長通知別添)を参照されたい。

また、これまでオンライン診療を適切に推進するため、「オンライン診療の利用手順を示

した手引書等にっいて」(令和6年3月29日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)におい

て、チェックリストを示してきたが、オンライン診療基準を定めたこと、オンライン診療受



診施設が創設されたこと等を踏まえ、別添3のとおり見直しを行ったため、活用されたい。

( 2)補足 1: D to p with N

これまでのオンライン診療指針に基づく取扱いを踏まえ、オンライン診療基準では、オン

ライン診療を行う医師は、医師と同一の医療機関又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問

看護ステーション等に勤務する看護師等に対して、診療計画や訪問看護指示書等に基づき予

測された範囲内において、一般に診療の補助を行わせることが可能であるとする(新省令第

9条の6の 12第1項)。また、看護師等は、療養上の世話を行うことができる。

なお、オンライン診療受診施設における診療の補助の実施については、整理すべき事項が

あるため、国において今後検討して、下記も含めた必要な留意事項を周知していく。

【必要な留意事項のg"

・診療の補助に伴い生じる医療廃棄物の処理や、看護師等に持込み・使用等させる場合

の医療機器の安全管理等は、医療機関又は訪問看護ステーション等が行う必要がある。

(※)オンライン診療受診施設から排出される感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく特別管理一般廃棄物又は特別管

理産業廃棄物である。

・また、オンライン診療受診施設に医療機器を設置して利用する場合も、医療機関又は

訪問看護ステーション等は、当該機器が適切に管理されていることを、オンライン診療

受診施設の設置者を通じるなどして定期的に確認し、その旨を文書で記録することが求

められる。

・その上で、オンライン診療受診施設で実施する採血、注射、エコー検査などの診療の

補助には、衛生保持、検査精度等の観点で検討すべき課題があるため、今後国としてガ

イドライン等を整備することを検討することとしている。

(3)補足2:オンライン診療受診施設に関する基準

オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設が①清潔・安全であり、かつ、②外部から

隔籬された空間であること(プライバシー)を確保するための措置に加え、③当該施設にお

いてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保等に係る措置を講じ

なければならない(新省令第9条の6の 17第1項)。

また、オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の

管理・運営責任者を置くものとする(同条第2項)。

(4)補足3:オンライン診療受診施設でオンライン診療を行った旨の記録

患者がオンライン診療を受ける場所は、①清潔・安全であり、かつ、②外部から隔離され

た空間であること(プライバシー)が必要である(新省令第9条の6の 16)。医師又は歯科

医師は、オンライン診療の実施に当たり、患者の所在場所がこれらを満たした環境であるこ

とを確認する必要があるが、病院又は診療所と協定・契約を結んだオンライン診療受診施設

であれば、当該病院又は診療所の管理者がこれらを満たした環境であることを確認している



(後述)。

そのため、オンライン診療を行う医師又は歯科医師としては>患者の所在場所が、病院又

は診療所と協定・契約を結んだオンライン診療受診施設であることを確認すれば足りるもの

であり、具体的には、当該施設を診療録に記録するなど適切な方法で記録することが望まし

し、

7 オンライン診療受診施設の公表/医療機関の管理者の措置について

(1)オンライン診療受診施設の公表

オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設がオンライン診療基準に適合していること

等の公表を行うこととされており(新法第14条の5)、これを通じて、医療機関が適切な施

設を選択して、適切にオンライン診療を実施できるようにしている。公表すべき事項及び方

法は以下のとおりとする(新省令第9条の6の2D。

【公表事項】

①オンライン診療受診施設に関する基準(6 (3))に基づき実施する措置の内容

②当該施設が>患者の所在場所に関する基準(①清潔・安全、②外部から隔雛された空

間であること(プライバシー))に適合していること

③当該施設においてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保

等に係る措置を講じられていること

【公表方法】

・ウェブサイトへの掲載その他適切な方法

なお、具体的な方法としては、記入した別添3のオンライン診療受診施設向けの「チ

エックリスト」を、当該施設のウェブサイト等に掲載することによって公表することが

考えられる。

(2)医療機関の管理者の措置

オンライン診療により医師又は歯科医師が行う(歯科)診療行為については、原則、当該

医師又は歯科医師が責任を負うものであるが、当該医師又は歯科医師が勤務する病院又は診

療所の管理者は、オンライン診療基準に適合したオンライン診療が行われるよう、必要な措

置を講じることとされている(新法第 14 条の4)。当該必要な措置は以下のとおりとする

(新省令第9条の6の2の。

①オンライン診療を行う医師又は歯科医師に対して、オンライン診療を行うために必要な

知識及び技能を習得させるための指導等を講じること。

具体的には、オンライン診療を行う医師又は歯科医師に対して、以下の厚生労働省が定

める研修を受講させることが想定される。

【医師】「オンライン診療を行う医師向けの研修」等

【歯科医師】「歯科におけるオンライン診療を行う歯科医師向けの研修」

(参考) tt .'//町W h w o '/.tf/index_0024_00004 ht



②医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設にいる患者に対してオンライン診療を行

う場合には、当該施設が、オンライン診療基準に適合しているとと(フ(1)②・③)を

確認(※)し、これらに適合する事実が確認できない場合には、オンライン診療を中止し、

その他適切な措置を講じること。

(※)具体的には、オンライン診療受診施設において記入された別添3のオンライン診療

受診施設向けの「チェックリスト」により、適合状況を確認することができる。

8 法令違反等への対応について

都道府県知事等は、オンライン診療に関して、自由診療の場合も含め、病院又は診療所に

加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を行い、また、是正命令等

を行うことができる(新法第24条の2、第25条第1項・第2項等)。

特に、オンライン診療受診施設に対する法第25条第1項に基づく立入検査については、

随時実施することが想定される。

立入検査については、医療法令に照らすとともに、「医療法第25条第1項の規定に基づく

立入検査要綱」(平成13年6月14日医薬発第637号・医政発第638号医薬局長・医政局長

連名通知)を参考に実施されたい。

法に基づく命令・立入検査等については、対象となる病院、診療所又はオンライン診療受

診施設が所在する都道府県知事等が実施することが想定されるが、オンライン診療は、遠隔

で行われるものであるため、オンライン診療実施病院等と患者所在地・オンライン診療受診

施設の所在都道府県が異なる場合には、都道府県等間で連携する必要が生じ得るため、その

点について留意いただきたい。

特に、オンライン診療に関して問題がある化疑われる)場合は、必要に応じて、当該オ

ンライン診療を行う病院又は診療所の所在する都道府県等が立入検査等を行うことが想定

されるが、オンライン診療受診施設に関して問題がある化疑われる)場合には、必要に応

じて、当該施設の所在都道府県等が当該施設に対して立入検査等を行うだけでなく、当該施

設を利用してオンライン診療を行っている病院又は診療所の所在する都道府県等も、当該病

院又は診療所に情報提供や立入検査等を行うことが想定される。その際、立入検査等を行う

都道府県等の職員においては、病院、診療所又はオンライン診療受診施設が記載した別添3

の「チェックリスト」を活用して、オンライン診療基準等の遵守状況を確認されたい。

また、オンライン診療受診施設に関しては、法令違反だけでなく、「運営が著しく適正を

欠く(疑いがある)と認める」場合(例えば、不衛生・危険な環境が放置され、次々とオン

ライン診療実施病院等との連携が進んでいる場合)には、必要に応じて、当該施設が所在す

る都道府県知事等が、当該施設に対して立入検査・是正命令等を講じること(例えぱ、清潔

保持を命令し、従わないときは当該施設の全部又は一部の業務停止を命令し、更に当該命令

に違反したときは期間を定めて当該施設の閉鎖を命じること等)が考えられる。

なお、国が設置するオンライン診療受診施設に関しては、法第6条の規定に基づき、都道



府県知事等は、

・法令違反等を認めるときに、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきこと及び全部又は

一部の業務を停止すべきことを申し出ることができる(新政令第1条の5による読替後の

新法第24条の2第1項・第2項)。

・また、必要があると認めるとき等は、主務大臣に対し、必要な報告をすべきとと、診療

録等の物件を提出すべきことの申出等を行うことができる(新政令第1条の5による読替

後の新法第25条第1項・第2項)。

(※)国立大学法人、国立病院機構(NHの、労働者健康安全機構(J0臥S)、地域医療機能推

進機構(JCHO)、国立高度専門医療研究センター(Nの、国立健康危機管理研究機構(J頂S)

等が設置するオンライン診療受診施設についても同様の適用がある。

9 その他

(1)他法令の関係

・オンライン診療受診施設は、受動喫煙により健康を損なうぉそれが高い患者が主として

利用する施設であるため、健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に規定す

る第一種施設とし、敷地内禁煙の対象とすることとする(改正政令による改正後の健康増

進法施行令(平成 14年政令第361号)第3条第 10号)。

・居宅におけるオンライン診療の場合と同様に、オンライン診療受診施設において行われ

るオンライン診療に係る医療関連業務についても、労働者派遣事業を行ってはならない

(改正政令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条第1項及び第4条第1項)。

・オンライン診療受診施設は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一に掲げる

防火対象物の用途の判定に当たっては、当該場所そのものとしては、同政令別表第一a5)

項(「前各項に該当しない事業場」)として取り扱うことが想定されるとされている。

(参考)医療法等の一部を改正する法律の施行に伴うオンライン診療受診施設に係る消防

法令上の取扱いにっいて(通知)(令和8年2月24日付け消防予第釘号消防予防課

長通知)

(2)その他

以下の厚生労働省のウェブサイトにおいて、オンライン診療に関する関係通知や資料を掲

載してぃるほか、「オンライン診療に関するQ&A」も随時更新し、当該ウェブサイトにお

いて掲載しているため、適宜参照されたい。

(参考1)厚生労働省HP:オンライン診療について

https://W脚.mhlw o./stf/1nd獣_002 00004.html

(参考2)

別添1 官報 (改正法伊劣、改正政令、改正省令、改正告示)※オンライン診療関係部分



別添2 オンライン診療受診施設に係る届出の標準様式

・様式例1 オンライン診療受診施設設置届出書

・様式例2 オンライン診療受診施設休止・再開届出書

・様式例3 オンライン診療受診施設廃止届出書

・様式例4 オンライン診療受診施設設置者死亡・失腺届出書

別添3 チェックリスト

・(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト

・(医療機関向け)患者に対して説明すべき内容のチェックリスト

・(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト

・(国民患者向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト



報官

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
名
御
璽

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

法
律
第
八
十
七
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
等
」
に
、
「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」
に
、
「
第
三
十
条
の

十
八
の
五
」
を
「
第
三
十
条
の
十
八
の
六
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
五
第
二
項
中
「
有
し
な
い
も
の
」
の
下
に
「
(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
」
を

加
え
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
二
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
一
と
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
(
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
と
患
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
及

び
遠
隔
の
地
に
あ
る
患
者
が
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
に
よ
る
診
療

を
い
う

2
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
は
、
当
該
施
設
の
設
置
者
が
、
業
と
し
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
、
診
療
所
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に

対
し
て
、
そ
の
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
患
者
が
受
け
る
場
所
と
し
て
提
供
す
る
施
設
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
附
け
て
」
を
「
付
け
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
で
な
い
も
の
は
、
こ
れ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
墓
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
並
び
に
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、
「
の
定
」
を
「
の

定
め
」
に
改
め
る
。 口

内
閣
総
理
大
臣
高
市
早
苗
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第
六
条
の
五
第
三
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
そ
の
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
利
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行

う
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
旨
及
び
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
内
容
に

関
す
る
事
項

第
六
条
の
五
第
四
項
中
「
若
し
く
は
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
若
し
く
は

第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
七
の
二
何
人
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
関
し
て
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問

わ
ず
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
一
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
、
「
前

条
」
を
「
前
二
条
一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
」
に
、
「
又
は
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
六
条
の
七
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条

に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
条
か
ら
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
第
一

項
」
に
、
「
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
を
「
第
二
十
七
条
、

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
設
置
後
十
日
以
内
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
所
在
地
の

都
道
府
県
知
事
(
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
)
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
一
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
は
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
は
」
に
、
「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
き
に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
声
を
「
若
し

く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、
「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
(
診
療
所
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
次
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
九
条
第
項
、
第

二
十
九
条
の
一
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
の
設
置
声
に
、
「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、
同
条
第

項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」

、

、

に
、
「
失
そ
う
」
を
「
失
綜
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
前
項
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
必
要
な
施
設
及
び
設
備
並
び
に
人
員
の
配

置
に
関
す
る
事
項

二
患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
場
所
に
関
す
る
事
項

三
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
患
者
に
対
し
て
行
う
説
明
に
関
す
る
事
項

四
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携
そ
の
他
の
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に
お
い
て
適
切
な
治
療
を
提
供

す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五
そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

3
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
第
一
項
の
基
準
に
従
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報官

第
十
四
条
の
四
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所
(
次
条
に
お
い
て

「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
」
と
い
う
。
)
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
前
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
五
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合

す
る
旨
そ
の
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
選
択
に
資
す
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
中
「
及
び
第
十
三
条
」
を
「
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
十
四
条
の
四
及
び
第
十
五
条
」

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
、

「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
「
開
設
す
る
」
を
「
開
設
し
、
又
は
設
置
す
る
」

に
、
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
一
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し

く
は
助
産
所
の
業
務
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
業
務
一
に
改
め
、
「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
の
事
務
所
」
を
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
」
に
、
「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受

診
施
設
の
運
営
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
及
び
助
産
所
」
を
[
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
又
は
助
産
所
(
同
条
」
を
「
、
助
産
所
(
同
項
」
に
、

マ
が
」
を
マ
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
開
設
者
又
は
設
置
者
が
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
条
の
二
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
「
管
翌
の
下
に
「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情

報
化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
=
第
一
項
一
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
」
に
、
「
病
床
機
能

報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
、
「
同
項
一
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ
中
「
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め

「
方
針
」
の
下
に
「
(
②
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
定
が
必
要
な
場
合
に
限
る
。
)
」
を
加
え
、
同
号
イ
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
区
域

重
点
的
に
医
師
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て

定
め
る
区
域

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
二
中
「
施
策
」
の
下
に
「
並
び
に
二
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
に
向
け
た
医
師
の

派
遣
そ
の
他
の
医
師
の
確
保
に
関
す
る
施
策
(
イ
2
に
掲
げ
る
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。
)
」
を
加
え
、
同
号
中

二
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
イ
2
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
医
師
の
数
の
目
標
(
当
該
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。
)

第
三
十
条
の
四
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「
(
同
号
イ
ー
に
掲
げ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
五
中
「
若
し
く
は
管
理
き
を
「
、
管
理
者
若
し
く
は
設
置
き
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
及
び
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
及
び
設
置
者
」
に
改
め
る
。
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第
百
二
十
条
第
一
項
第
石
ぢ
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を
「
イ
及
ぴ
口
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
に
、
「
イ

に
」
を
「
ハ
に
」
に
、
「
口
に
」
を
「
二
に
」
に
改
め
、
同
号
中
口
を
二
と
し
、
イ
を
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額

口
負
担
対
象
手
当
拠
出
金
額
に
一
か
ら
第
百
条
第
二
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し

て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
特
定
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら
同
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
を

控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
の
見
込
額

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を
「
前
号
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
額
の
合
計
麺

に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
九
中

「
支
払
基
全
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
悪
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
五
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
全
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
棲
に
改

め
る
。第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、

第
五
項
第
六
項
及
び
第
八
項
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
並
び
に
第
百
五
十
一
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機

構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
支
払
基
全
を
「
機
構
」
に
改
め
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」
を
「
、
機
構
」
に
、
「
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
戻
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
九
条
」
に
、
「
支
払
基
金
の

理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
機
構
の
役
旦
に
、
「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
戻
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
、

「
第
三
十
二
条
第
二
墓
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
稜
構
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
稜
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を

「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、
「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
の
二
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
言
ぢ
中
「
声

を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
八
」
を
「
第
十
六
条
の
十
区
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
第
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目

的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
支
払
基
全
を
展
構
」
に
改
め
同
条
第
三
項
中
露
十
六
条
の
七
第
一
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
一
項
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
(
見
出

し
を
含
む
J
及
び
第
十
一
条
(
見
出
し
を
含
む
J
中
「
支
払
基
全
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

報官

(
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

第
十
二
条
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
士
言
ぢ
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
全
を
戻
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
雄
に
改
め
る
。

第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
中
爾
設
者
に
つ
い
て
、
同
法
」
の
下
に
「
第
十
四
条
の
四
並
び
に
」
を
加
え

る
。
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
匡
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
」
に
、
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
(
以
下
「
支
払
基
全
を
匡
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
(
以
下
「
機
構
」
に
、
「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
ご
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第

百
十
八
条
の
十
四
」
に
、
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、
「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
「
定
め

る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
を
加
え
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報

化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
十
項
中
「
及
ぴ
医
療
法
」
を
「
並
び
に
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
構
想
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
 
前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
百
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
介

護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
を
第
百
十
八
条
の
十
四
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」

を
「
並
び
に
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
、
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2
 
第
百
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
 
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
十
八
条
の
十
を
第
百
十
八
条
の
十
三
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
九
中
「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
展
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」

に
改
め
、
「
規
定
」
の
下
に
「
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
J
又
は
第
百
十

八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
(
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
よ
り
付
し
た
制
限
を
加
え
、
同

条
を
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
中
「
(
国
を
「
及
び
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
(
国
に
、
「
同
じ
」
を
「
「
匿

名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、
「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
に
」
を
「
関
係
者

に
」
に
、
「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
、
「
の

利
用
」
を
「
又
は
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
八
条
の
十
一
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
)

第
百
十
八
条
の
八
厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
介
護

保
険
等
関
連
情
報
(
介
護
保
険
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
J
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
則

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規

定
(
「
及
び
次
条
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第

四
項
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十

八
条
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
言
ぢ
)
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
一
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
士
条
の
規
定
公
布
の
日

二
第
一
条
の
規
定
(
前
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六

十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定
(
「
第
三
十
条
の
十
区
を
[
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、

同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に

第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
並
ぴ
に
次
条
第
項
並
び
に
附
則
第
四

条
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
令
和
八
年
四
月
一
日

三
第
四
条
の
規
定
(
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
十
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の

改
正
規
定
(
「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
虫
△
に
、
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
悪
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
J
及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四
第
一
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定
(
「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、

同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
伺
法
第
五
章
第
三
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の

十
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
(
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
J
並
び

に
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
並
ぴ
に
同
法
第
三
十
条
の
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
十
八
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
八
の

二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
令
和
八
年
十
月
一
日

五
第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
規
定
、
第

七
条
中
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
五
項
及
び
第
八
十
八
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
同
法
第
百
五
十
条
の
十
第

一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
(
「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
百
五
十
条

の
九
(
見
出
し
を
含
む
J
の
改
正
規
定
(
「
を
基
金
一
を
「
を
基
盤
機
構
」
に
、
「
基
金
等
」
を
冨
盤
機
構
等
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
法
第
百
五
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
百
五
条
の
四
(
見
出
し
を
含

む
J
の
改
正
規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
八
条
(
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

除
く
。
)
及
び
第
九
条
(
次
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
の
規
定
、
第
十
条
中
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
(
見
出
し
を
含
む
J
及
び
第
十
七
条
の
二
第
一
項

の
改
正
規
定
(
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
同
条
第
=
項
並
び
に
同
法
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一

項
第
四
十
六
条
、
第
七
十
条
第
四
項
及
ぴ
第
九
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規

定
(
「
支
払
基
全
を
「
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
第
百
一
条
第
一
項
第
百

十
八
条
第
一
項
第
百
二
十
二
条
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の

四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第

百
二
十
四
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
、
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
同
法
第
百
四
十
条
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま

で
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
五
項
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
第
百
五
十

一
条
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
及
ぴ
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
百
五
十
四
条
並
ぴ
に
第

百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
条
第
項
の
改
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正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
(
見
出
し
を
含

む
。
)
及
び
第
十
一
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定
(
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
同
条
第
十
一
項
の
改
正

規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
同
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十

一
第
一
項
の
改
正
規
定
(
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
八
条
の
十
(
見
出
し
を
含
む
。
)
の
改
正
規
定
(
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
)
、
同
法
第
百
二
十
五
条
第
項
及
ぴ
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
条
第

一
項
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
八
条

並
び
に
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
条
の
見

出
し
、
同
条
第
一
項
及
び
第
一
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
、
第
百
六
十
二
条
か
ら

第
百
六
十
七
条
ま
で
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
六
十
九
条
第
百
七
十

条
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
三
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
百
七
十

四
条
、
第
二
百
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
百
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十

第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
の
規
定
(
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第

十
七
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
の

改
正
規
定
第
十
九
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
九

第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
十
三
、
第
三
十
六
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
八
、
第
三
十
六

条
の
十
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
一
、
第
三
十
六
条
の

二
十
三
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
五
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
三
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
三
十
六
条

の
二
十
七
か
ら
第
三
十
六
条
の
一
一
十
一
ま
で
、
第
=
十
六
条
の
三
十
二
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、

第
三
十
六
条
の
三
士
二
、
第
三
十
六
条
の
三
十
四
第
三
十
六
条
の
三
士
ハ
、
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
三
十
八
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
三
十
六
条
の
三
十
九
、
第
四
十
条
第
五
項
及
び
第

六
項
、
第
五
十
六
条
の
四
十
八
(
見
出
し
を
含
む
。
)
、
第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
及
び
第
三
項
第
五
十
六

条
の
五
十
第
二
項
第
七
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十

三
条
中
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五

条
の
規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
第
二
十
七
条
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
二
十
五
条
第
=
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
(
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
全
を
戻

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
二
十
八
条
中
医
療
分
野
の
研
究
開
発

に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
四
項
の
改
正
規

定
(
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
六
条
の
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
J
及
び
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第

二
十
五
条
及
ぴ
第
三
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
二
条
(
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
J
及
び
第
三
十
三

条
(
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
J
の
規
定
附
則
第
三
十
五
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
(
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
)
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
伺
法
第
四
十
七
条
の
三
(
見
出
し
を

含
む
J
の
改
正
規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
附
則
第
三
十
八
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
(
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
旦
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
十
四
条
の
二
(
見
出

し
を
含
む
J
の
改
正
規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
附
則
第
三
十
九
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
(
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
)
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
四
十
四
条

の
三
十
三
(
見
出
し
を
含
む
。
)
の
改
正
規
定
(
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
、
附
則
第
四
十
条
の
規
定
、

附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
(
第
盲
ぢ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
並
び
に

附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五

十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
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政
令
第
六
十
六
号

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

(
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
一
条
医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

条

一
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
一
右
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

第
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
中

「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
伺
表
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
項
上
欄
中
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
中
欄
中
「
管
理
き
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に

対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
一
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
若
し

く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
」
を
加
え
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
若
し
く
は
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対

二
項

し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

9

御
名
御
璽

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

第
二
十
五
条
第
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者

三
項

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
「
第
二
号
」

の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
五
を
加
え
、
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五

第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
六
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
、
伺
条
第
三
項
中
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
一
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
六
項
」
の
下
に
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
爾
設
き
を
「
開
設
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
所
在
地
が
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特

別
区
の
区
長
)
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
四
第
一
号
中
「
管
理
者
一
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
き
を
加
え
、
「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
管
理

者
」
及
ぴ
「
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
運
営
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
中
梱
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要

な
報
告
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ

と
を
申
し
出
」
を
加
え
、
同
表
前
条
第
二
号
の
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中

「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き

こ
と
を
申
し
出
」
を
加
え
る
。

管
理
者
に
対
し
診
療
録
助
産
録
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る

主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
助
産
録
、
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を

申
し
出

管
理
者

内
閣
総
理
大
臣
高
市
早
苗

令和8年3月27日金曜日 (号外第71 号)



(
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

第
二
条
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
平
成
元
年
政
令
第
二
百

五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
笈
管
理
業
務
」
を
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
並
ぴ
に
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箆
管
理
業
務
及
ぴ
連
合
会
電
子
診
療
録
等

情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

(
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
三
条
健
康
保
険
法
施
行
令
(
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
一
を
「
第
八
十
条
第
八
号
、
第
八
十
一

条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
第
八
十
一
条
第
睿
巨
を
「
第
八
十
条
第
十
号
第

八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

(
健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
四
条
健
康
増
進
法
施
行
令
(
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、
「
助
産
所
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

(
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
五
条
地
方
自
治
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
診
療
所
及
び
助
産
所
」
を
「
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療

所
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
」
に
改
め
る
。

(
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
六
条
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
ぴ
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

(
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
七
条
都
市
計
画
法
施
行
令
(
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
十
六
号
ハ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

(
廃
棄
物
の
処
理
及
ぴ
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

第
八
条
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
へ
中
「
ホ
」
を
「
△
に
改
め
、
同
項
中
へ
を
卜
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
二
か
ら
へ
ま
で

と
し
、
口
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

ハ

施
設

(
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

第
九
条
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
二
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
一
に
改
め
る
。

(
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
ぴ
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住

宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
十
条
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、
「
助
産
所
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

一
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
凾
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
=
ぢ
)
第
六
条
第

二
号

二
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
(
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
)
第
二
条
第
九
号

報官

(
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

第
十
一
条
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
ぴ
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
凾
和
六

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
助
産
所
」
と
い
う
。
)
」
の
下
に
「
、
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
(
以
下
こ
の
条
及
ぴ
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。
)
一
を
、
「
行
わ

れ
る
も
の
一
の
下
に
ス
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
(
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
い
う
J
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
病
院
等
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、
「
も
の
」
の
下
に
「
(
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
」
を
加
え
、
伺
項
第
四
号
中
「
助
産
所
一

の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、
「
除
く
」
を
「
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
病
院
等
」
の

下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
一
を
、
「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に
ス
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
J
一
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、
「
も
の
を
除
く
」

を
「
も
の
を
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め

る
。(
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
.
千
島
海
溝
周

辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
十
二
条
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

一
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
皐
成
十
五
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
)
第
七
条
第
三
号

二
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
軍

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
)
第
七
条
第
三
号

(
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
)

第
十
三
条
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
(
平
成
十

八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
)
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
第
八
十
一
条
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
を
「
第
八
十
条

第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八

十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第
八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

(
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正

第
十
四
条
厚
生
労
働
省
組
織
令
(
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
(
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
(
第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て
[
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
J
及
び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
(
診
療
録
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
J

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
J
。

第
三
十
九
条
の
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
否
ぢ
を
加
え
る
。

三
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
(
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す

る
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
(
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
」
と
い
う
J
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
J
。
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第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
こ
と
(
」
の
下
に
「
連
結
情
報
提
供
、
」
を
、
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
」
の

下
に
「
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
、
「
支
払
基
金
電
子
処
方
箆
管
理
業
務
、
」
の
下
に
「
介
護
保

険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
、
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を
「
及

び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
号
中
「
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
、
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理

業
務
」
に
、
「
、
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を
「
及
ぴ
介
護
保
険
事
業
関
係
業
麹
に
改
め
、
「
並

び
に
」
の
下
に
「
高
齢
者
医
療
課
及
び
」
を
加
え
る
。

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

面
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技

術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
)

第
二
条
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定

の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
(
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
及
び
前
条
第
二
号
の
項
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
三
条
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
軍
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
一
項
の
項
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
の
項
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
項
の
項
中
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
」
を
削
り
、
同
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
二
項
の
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

報官

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
の
二
主
務
大
臣

第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
五
条
第
一

項
の
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
表
前
条
第
一
号
の
項
主
務
大
臣

及
び
前
条
第
二
号
の
項

(
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正

第
四
条
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
一
条
の
五
の
下
に
「
及
び
第
四
条
の
五
を
加
え
る
。

一
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
(
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
)
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療

法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

二
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
(
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
)
第
十
八
条
第
二

項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

三
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
平
成
二
十
二
年
政
令

第
四
十
一
号
)
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

四
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
法
施
行
令
(
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
六
邑
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
医

療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

(
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正

第
五
条
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
(
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
邑
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
条
の
五
並
び
に
」
を
加
え
る
。
内
閣
総
理
大
臣
高
市
早
苗

総
務
大
臣
林
芳
正

文
部
科
学
大
臣
松
本
洋
平

厚
生
労
働
大
臣
上
野
賢

郎

国
士
交
通
大
臣
金
子
恭
之

環
境
大
臣
石
原
宏
高

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者

て
あ
る
国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人

附
則
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0
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
六
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
)
の
一
部
の
施
行
及
び
医
療
法
施
行
令
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
(
令
和
八
年
政
令
第
二
十
五
号
)
の
施
行
に
伴
い
関
係
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
上
野
賢
一
郎

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
一
条
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

報

目
次第
一
章
(
略
)

官

第
一
章
の
二
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
(
第
一
条
の
二
の
二
1
第
一
条
の
十
の
二
)

第
一
章
の
三
医
療
の
安
全
の
確
保
(
第
一
条
の
十
の
二
の
二
1
第
一
条
の
十
三
の
十
)

第
一
章
の
四
病
院
診
療
所
、
助
産
所
等
の
開
設
等
(
第
一
条
の
十
四
1
第
七
条
)

第
二
章
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
等
の
管
理
(
第
七
条
の
二
1
第
十
五
条
の
四
)

第
三
章
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
等
の
構
造
設
備
等
(
第
十
六
条
1
第
二
十
三
条
)

第
四
章
S
第
七
章
(
略
)

第
一
条
の
十
の
二
法
第
六
条
の
七
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が

医
療
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
、
医
療
を
受
け
る
者
が
理
解
で
き
る
方
法
に
よ
り
明
示
し
た
上
で
、
次

に
掲
げ
る
事
項
の
広
告
を
す
る
場
合
と
す
る
。

一
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
名
称
、
電
話
番
号
及
び
所
在
の
場
所
を
表
示
す
る
事
項
並
び
に
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
の
氏
名
(
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
名
称
並
び

に
第
九
条
の
六
の
十
七
第
二
項
の
管
理
及
び
運
営
を
行
う
責
任
者
の
氏
名
)

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
け
る
施
設
、
設
備
又
は
従
業
者
に
関
す
る
事
項

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
営
業
日
若
し
く
は
営
業
時
問
又
は
予
約
に
よ
る
実
施
の
有
無
、
第
九
条
の

六
の
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
措
置
そ
の
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
管
理
又
は
運
営
に
関

す
る
事
項

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る

第
一
条
の
十
の
二
の
二
(
略
)

お
そ
れ
が
少
な
い
事
項

目
次第
豆
早
露
)

第
一
章
の
二
医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等
(
第
一
条
の
二
の
二
1
第
一
条
の
十
)

第
一
章
の
三
医
療
の
安
全
の
確
保
(
第
一
条
の
十
の
二
1
第
一
条
の
十
三
の
十
)

第
一
章
の
四
病
院
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設
(
第
一
条
の
十
四
1
第
七
条
)

第
二
章
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
管
理
(
第
七
条
の
二
1
第
十
五
条
の
四

第
三
章
病
院
診
療
所
及
び
助
産
所
の
構
造
設
備
(
第
十
六
条
1
第
二
十
三
条
)

第
四
章
S
第
七
章
(
略
)

附
則

(
新
設
)

第
一
条
の
十
の
二
(
略
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
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第
一
章
の
四
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
等
の
開
設
等

第
一
条
の
十
四
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
(
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
石
ぢ
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
(
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
)
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
、
第
三
条
第
四
条
か

ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病

院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療

所
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

は
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。-
 
S
十
六
(
略
)

2
S
玲
(
略
)

第
三
条
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
四
(
略
)

報

五
病
院
又
は
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
と
き

は
そ
の
旨

六
(
略
)

五
露
)

2
 
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

第
四
条
診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診
療
所
の

開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
療
所

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
(
略
)

三
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

第
五
条
助
産
所
を
開
設
し
た
助
産
師
が
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
助
産
所
の
開
設
者
が
当
該
助
産
所
を
譲
渡
し
、
又
は
助
産
所

の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
助
産
所
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
二
条
第
一

項
第
五
号
及
ぴ
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

2

る
事
項
と
す
る
。

官

第
四
条
診
療
所
を
開
設
し
た
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
が
、
法
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
診

療
所
の
開
設
者
が
当
該
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

診
療
所
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
一
条
の
十
四
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
(
略
)

三
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

第
五
条
助
産
所
を
開
設
し
た
助
産
師
が
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
助
産
所
の
開
設
者
が
当
該
助
産
所
を
譲
渡
し
、
又
は

助
産
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
助
産
所
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
は
、
第
二

条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。-
 
S
四
(
略
)

五
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

第
一
章
の
四
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
開
設

第
一
条
の
十
四
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
病
院
又
は
診
療
所
開
設
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
(
診
療
所
又
は
助
産
所
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
開
設
地
が
地
域
保
健
法
露
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
(
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
)
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
条
第
三
条
、
第
四
条
、

第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
が
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
渡
し
、
又
は
病
院
若
し
く
は

診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
相
続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
譲
り
受

け
た
者
又
は
相
続
人
若
し
く
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
九
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
ニ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
が
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置

者
が
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
譲
渡
し
、
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
つ
い
て
相

続
若
し
く
は
合
併
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
若
し

く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
が
な
い
事
項
の
届

出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

-
 
S
十
六
(
略
)

2
S
玲
(
略
)

第
三
条
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
四
(
略
)

(
新
設
)

設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名
(
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

称

-
 
S
四
(
略
)

五
第
三
条
第
一
項
第
石
ぢ
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

(
新
設
)
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設
置
の
場
所

敷
地
の
面
積
及
び
平
面
図

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図

設
置
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
条
例

第
九
条
の
二
の
四
令
第
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け

設
置
の
年
月
日

第
二
章
病
院
、
診
療
所
助
産
所
等
の
管
理

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
第
九
条
の
二
の
五
令
第
四
条
の
七
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
附
属
明
細
書
は
、
直
近
の
会
計
年
度

書
面
の
提
出

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出

に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
又
は
直
近
の
会
計
年
度
に
係
る

損
益
計
算
書
の
事
業
収
益
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
七
十
億
円
以
上
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
穴
厶
益
社

団
法
人
を
除
く
J
に
つ
い
て
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四

十
八
号
)
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
附
属
明
細
書
と
す
る
。

報

第
九
条
の
六
の
二
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に

(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
)

関
す
る
基
準
(
次
項
及
び
第
九
条
の
六
の
十
五
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
」
と
い
う
。
)
は
、
次
条
か

ら
第
九
条
の
六
の
十
九
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

官

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が

行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
関
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
は
、
別
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
九
条
の
六
の
三
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
医
療
の
質
の
向
上
、
患
者
の
医
療
を
受
け
る
機
会
の
確
保
及
び
患
者

(
基
本
理
念
)

の
治
療
に
対
す
る
能
動
的
な
参
画
を
通
じ
た
治
療
の
効
果
の
最
大
化
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

)
0

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
確
認
す
る
方
法
で
は
、
一
般
に
、
患

者
の
心
身
の
状
態
に
関
し
て
得
ら
れ
る
情
報
が
、
対
面
に
よ
る
場
合
と
比
較
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
。

ニ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
原
則
と
し
て
対
面
に
よ
る
診
療
(
以
下
「
対
面
診
療
」
と
い
う
J
と
適
切
に
組
み

合
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
患
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
を
主
た
る
目
的
と
し

て
行
い
、
又
は
医
療
の
担
い
手
の
都
合
の
み
に
よ
り
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
九
条
の
六
の
四
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
次
項
の
場
合
を
除
き
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
前
に
、
患
者
の

(
診
療
計
画

第
二
章
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
管
理

薪
設
)

心
身
の
状
態
に
つ
い
て
、
対
面
診
療
に
よ
り
医
学
的
評
価
を
行
い
、
当
該
評
価
に
基
づ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
診
療
計
画
(
以
下
「
診
療
計
画
」
と
い
う
。
)
を
定
め
、
二
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

二三四

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
行
う
具
体
的
な
診
療
内
容
に
関
す
る
事
項

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
と
対
面
診
療
及
び
検
査
の
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
事
項

診
療
時
間
に
関
す
る
事
項

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
方
法
に
関
す
る
事
項

霧
設
)
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五
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
わ
な
い
と
判
断
す
る
条
件
及
び
当
該
条
件
に
該
当
し
た
場
合
に
対
面
診
療
に
移
行

す
る
旨

(
新
設
)

六
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
確
認
す
る
方
法
で
は
、
一
般
に
、
患

者
の
心
身
の
状
態
に
関
し
て
得
ら
れ
る
情
報
が
、
対
面
に
よ
る
場
合
と
比
較
し
て
限
定
さ
れ
る
た
め
、
患
者

が
診
察
に
対
し
積
極
的
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
旨

患
者
が
急
病
の
場
合
又
は
そ
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
の
対
応
方
針

複
数
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
氏
名
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
こ
と
と
な
る
場
合
及
び
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
事
項

九
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
(
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
基
本
法
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
)
第
二

条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
関
す
る
責
任
分
界
点
に
関
す
る
事
項

初
診
(
診
察
の
中
で
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
患
者
の
新
た
な
症
状
等
(
既
に
診
断
さ
れ
て
い
る
疾
患
か
ら

予
測
さ
れ
た
症
状
等
を
除
く
J
に
つ
い
て
診
察
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
第
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
九
条

の
六
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
診

察
の
後
、
次
回
の
診
察
の
日
時
及
び
方
法
並
び
に
症
状
の
増
悪
が
あ
つ
た
場
合
の
対
面
診
療
の
受
診
先
そ
の
他

の
以
後
の
方
針
を
患
者
に
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
継
続
す
る
又

報

は
そ
の
見
込
み
が
あ
る
と
き
に
は
、
可
及
的
速
や
か
に
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
診
療
計
画
を
定
め
、
保
存
す

る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
五
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
及
び
患
者
は
、
相
互
に
身

(
本
人
確
認
等
)

官

分
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
用
い
て
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
又
は
社
会
通
念
上
当
然
に
両
者
が
相
互
に
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
患
者
に
対
し
て
、
顔
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
そ
の
他
氏
名
を
証
す
る
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
自
ら
の
氏
名
を
示
す
も
の
と
す
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
と
き
は
、
自
ら
が
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
資
格
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
患
者
が
確
認
で
き
る
環
境
を
整
備
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
六
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
開
始
す
る
前
に
、
患
者
に
対
し
て
、
次
に
掲

(
患
者
へ
の
説
明
)

げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
緊
急
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
施
し
、
当

該
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
て
か
ら
速
や

か
に
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

二三

第
九
条
の
六
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
利
点
及
び
こ
れ
に
よ
り
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
利
益
等
に
関
す
る
佶
報

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
に
は
そ
の
都
度
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施
可
否

を
判
断
す
る
こ
と

四
診
療
計
画
に
含
ま
れ
る
事
項

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
的
に
確
認
し
た
上
で
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
当
該
患
者
と
の
間
で
合
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
、
他
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
が
同
席

す
る
場
合
に
は
そ
の
都
度
、
患
者
に
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
る
も
の
と
す
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
映
像
や
音
声
等
の
情
報
を
保
存
す
る
場
合
に
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
前
に
、
当
該
保
存
に
係
る
取
り
決
め
を
明
確
に
し
、
患
者
と
合
意
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

薪
設
)
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第
九
条
の
六
の
七
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
と
き
は
、
医
学
的
な
観
点
か
ら
オ
ン
ラ

(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施
等
)

イ
ン
診
療
の
実
施
可
否
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
(
患
者
が
急
病

の
場
合
又
は
そ
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
を
含
む
。
)
は
、
速
や
か
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
中
止
し
、
当
該
患
者

に
対
し
て
対
面
診
療
を
実
施
す
る
こ
と
、
当
該
患
者
に
対
し
て
日
常
的
な
診
療
、
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
措
置

そ
の
他
の
医
療
の
提
供
を
行
う
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
当
該
患
者
の
近
隣
に
お
い
て
対
面
診
療
を
行
う

こ
と
が
可
能
な
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
対
し
て
当
該
患
者
を
紹
介
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
患
者
が
必
要
な

対
面
診
療
に
移
行
す
る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
で
あ
つ
て
、
患
者
の
症
状
が
緊
急
的
な
対
応
を
要
す
る
場
合
に
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、

速
や
か
に
当
該
患
者
に
対
し
て
、
対
面
診
療
を
促
す
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
八
医
師
又
は
歯
科
医
師
(
当
該
患
者
に
対
し
て
日
常
的
な
診
療
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
措
置

そ
の
他
の
医
療
の
提
供
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
除
く
J
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
つ
た
後
の
患
者
が
、

必
要
に
応
じ
て
、
対
面
診
療
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
体
制
を
確
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
患
者
が
急
病
の
場
合
又
は
そ
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合

に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
当
該
患
者
が
速
や
か
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
対

面
診
療
を
行
え
る
適
切
な
体
制
を
確
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
六
の
九
患
者
に
対
し
て
、
前
条
第
一
項
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
初
診
で
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
お

官

う
と
す
る
場
合
(
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
当
該
患
者
に
係
る
既
往
歴
、
服
薬
歴
、
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
そ
の

他
の
必
要
な
医
学
的
情
報
を
把
握
で
き
、
当
該
患
者
の
症
状
を
踏
ま
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
を
除
く
J
に
は
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
(
入
出

力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
と
当
該
患
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医

師
及
ぴ
当
該
患
者
が
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
(
第
九
条
の
六
の

十
九
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
J
に
よ
り
、
当
該
患
者
の
症
状
及
び
医
学
的
情
報
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
同
項
の
確
認
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
情
報
に
よ
り
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
当
該
患
者
か
ら
合
意
が
得
ら
れ
た

場
合
に
限
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
は
、
同
項
の
確
認
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
情

報
(
同
項
括
弧
書
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
把
握
し
た
当
該
患
者
に
係
る
医
学
的
情
報
)
を
診
療
録
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
第
一
項
の
確
認
の
結
果
対
面
診
療
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
対
面
診
療
を
行
う
場

合
に
は
、
当
該
医
師
又
は
当
該
歯
科
医
師
は
、
同
項
の
確
認
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
必
要
に
応
じ
て
適
切

に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
第
一
項
の
確
認
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
当
該
確
認
の
結
果
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行

え
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
当
該
確
認
に
係
る
患
者
が
負
担
す
ぺ
き
費
用
等
に
つ
い
て
、
当
該
医
師
又
は

当
該
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
等
で
示
す
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
患
者
に
十
分

周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(
新
設
)
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第
九
条
の
六
の
十
第
九
条
の
六
の
四
及
び
前
条
の
規
定
は
、
在
宅
診
療
に
お
い
て
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
が
連

携
し
て
対
応
す
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る
場
合
、
複
数
の
診
療
科
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
連
携
し
て
診

療
を
行
う
場
合
等
で
あ
つ
て
、
特
定
の
複
数
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
関
与
す
る
旨
及
び
当
該
複
数
の
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
氏
名
を
診
療
計
画
に
記
載
し
、
い
ず
れ
か
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
対
面
診
療
を
行
つ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
除
く
当
該
診
療
計
画
に
氏
名
を
記
載
さ
れ
た
医
師
又
は
歯
科
医

師
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

一
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
予
定
で
あ
つ
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
病
気
に
よ
る
欠
勤
等
に
よ
り
、
診
療
計

画
に
氏
名
を
記
載
さ
れ
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
以
外
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
必

要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
十
分
な
引
き
継
ぎ
を
行
い
、
か
つ
、
患
者
の
同
意
を
得
た
場
合

二
主
に
健
康
な
者
に
対
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
対
面
診
療
に
お
い
て
も
一
般
的
に

第
九
条
の
六
の
十
一
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
同
時
に
複
数
の
患
者
に
対
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
つ
て
は

同
一
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
行
う
必
要
性
が
低
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合

な
ら
な
い

第
九
条
の
六
の
十
二
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
、
診
療
計
画
若
し
く
は
訪

報

問
看
護
指
示
書
そ
の
他
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
三
十
七
条
の
主
治
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
が
記

載
さ
れ
た
文
書
(
以
下
「
訪
問
看
護
指
示
書
等
」
と
い
う
。
)
又
は
そ
の
両
方
に
基
づ
き
、
予
測
さ
れ
た
範
囲
内

に
限
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
患
者
に
対
し
て
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療

官

法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
(
当
該
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所

に
勤
務
す
る
者
又
は
訪
問
看
護
指
示
書
等
の
交
付
を
受
け
た
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
(
介
護
保
険
法
(
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
(
同
法
第
八
条
第

四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
)
が
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
を

い
う
。
)
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
)
に
診
療
の
補
助
(
そ
れ
ぞ
れ
保
健
師
助
産
師

看
護
師
法
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
旦
又
は
言
語
聴
覚
士
法
(
平

成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
)
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
J
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
、
診
療
計
画
に
基
づ
き
、
予
測
さ
れ
た
範
囲
内
に
限
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
患
者
に
対
し
て
、
歯
科
衛
生
士
(
当
該
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所

に
勤
務
す
る
も
の
に
限
る
。
)
に
歯
科
診
療
の
補
助
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
の
六
の
十
三
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
、
服
薬
し

(
処
方
等
)

薪
設
)

て
い
る
医
薬
品
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
お
い
て
、
服
用
に
際
し
特
段
の
配
慮
が
必
要
な
医
薬
品
を
処

方
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
た
上
で
、
患
者
の
心
身
の
安
全
及
び
健
康
の
た
め
に
必

要
な
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
初
診
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
症

状
等
に
つ
い
て
対
面
診
療
を
経
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
処
方
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
麻

薬
及
び
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
向
精
神
薬
の
処
方

二
基
礎
疾
患
等
の
情
報
が
把
握
で
き
て
い
な
い
患
者
に
対
す
る
特
に
安
全
上
の
管
理
が
必
要
な
医
薬
品
の
処

三
前
号
の
患
者
に
対
す
る
八
日
分
以
上
の
医
薬
品
の
処
方

薪
設
)

(
新
設
)

令和8年3月27日金曜日
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第
九
条
の
六
の
十
四
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
病
院
又
は
診
療
所
に
所
属
し
、
並
び

(
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
所
在
等
)

に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
及
び
そ
の
問
合
せ
先
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
、
適
切
な
判
断
を
害
す
る
場
所
で
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
診
療
録
に
よ
り
過
去
の
患
者
の
状
態
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
患
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
得
ら
れ
る
体
制
を
整
え
て
、
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、
第
三
者
に
患
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
が
伝
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
物

理
的
に
外
部
か
ら
隔
雛
さ
れ
た
空
問
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
六
の
十
五
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
は
、
そ
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
行
う
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
に
適
合
し
て
行
わ
れ
て
い
る
旨
を
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
又
は
院
内
の
掲
示
等

に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
用
い
ら
れ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
つ

い
て
、
情
報
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
患
者
へ
の
説
明
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

報

第
九
条
の
六
の
十
六
患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
場
所
は
、
清
潔
か
っ
安
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
患
者
の
所
在
等
)

患
者
の
個
人
情
報
(
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
)
第
二
条
第
一
項

2

に
規
定
す
る
「
個
人
情
報
」
を
い
う
。
)
が
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
患
者
は
物
理
的
に
外
部
か
ら
隔
雛
さ
れ
た
空
問

官

に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
十
七
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
関
す
る
基
準
)

し
一
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
、
前
条
の
規
定
に
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置

二
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
用
い
ら
れ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
関

す
る
情
報
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
の
確
保
そ
の
他
適
切
な
措
置

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
設
置
者
は
、
当
該
施
設
の
管
理
及
び

運
営
を
行
う
責
任
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
十
八
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
所
在
す
る
患
者
に
対
し
て
オ
ン

(
新
設
)

ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
は
、
第
九
条
の
六
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
氏
名
の
提
示
、
第
九
条
の
六
の
十

四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
病
院
又
は
診
療
所
及
び
そ
の
問
合
せ
先
の
明
示
そ
の
他
必
要
な
通
知
を
行
う
に
当

た
つ
て
は
、
当
該
患
者
が
事
後
的
に
確
認
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
六
の
十
九
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
患
者
に
対
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
、
診
察
を
行
い
、
患
者

(
適
用
除
外
)

の
心
身
の
状
態
等
に
係
る
情
報
に
基
づ
き
、
疑
わ
れ
る
疾
患
等
を
医
学
的
に
判
断
し
、
及
び
病
院
又
は
診
療
所

へ
の
受
診
の
勧
奨
の
み
を
行
う
場
合
(
患
者
が
羅
患
し
て
い
る
具
体
的
な
疾
患
名
、
疾
患
に
対
す
る
治
療
方
針

等
の
伝
達
、
一
般
用
医
薬
品
(
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
般
用
医
薬
品
を

い
う
。
)
の
使
用
の
指
示
及
び
処
方
等
を
行
う
場
合
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
六
の
四
、
第
九
条
の
六

(
新
設
)

の
六
(
第
三
項
を
除
く
。
)
、
第
九
条
の
六
の
七
、
第
九
条
の
六
の
八
第
一
項
、
第
九
条
の
六
の
九
、
第
九
条
の

六
の
十
及
び
第
九
条
の
六
の
十
三
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

(
新
設
)

薪
設
)

(
新
設
)

(
新
設
)
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第
九
条
の
六
の
二
十
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
十
四
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
オ

(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
が
行
う
措
置
)

ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
そ
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
導
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
は
、
そ
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
所
在
す
る
患
者
に
対
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
場
合
に
は
、
次
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
に
適
合
す
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
中

止
し
、
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
六
の
二
十
一
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
項

(
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
が
行
う
公
表
)

に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。
法
第
十
四
条
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
が
第
九
条

の
六
の
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
措
置
の
内
容
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

報

当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
、
第
九
条
の
六
の
十
六
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
用
い
ら
れ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
関

第
九
条
の
八
の
二
令
第
四
条
の
八
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
は
、
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
と
す
る
。

し
て
情
報
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
の
確
保
そ
の
他
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

官

第
十
三
条
令
第
四
条
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
報
告
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
り

行
う
も
の
と
し
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
病
院
報
告
の
提
出
に
あ
つ
て
は
毎
月
十
日
ま
で
に
(
休
止
し
、
又
は

廃
止
し
た
病
院
に
関
し
て
は
、
休
止
又
は
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
)
病
院
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
長

に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令
第
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
報
告
の
送
付
は
、
提
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
行
う
も

2

の
と
す
る
。

3
 
令
第
四
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
報
告
の
送
付
は
、
提
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
十
四
条
(
略
)

2
 
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
医
療
の
提
供
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
新
設
)

第
三
章
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
等
の
構
造
設
備
等

第
二
十
二
条
の
五
(
略
)

2
 
(
略
)

法
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
関
す
る
通
知
は
、
毎
年
十
月
三
十
一
日

3

ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

名
称

薪
設
)

所
在
の
場
所

設
置
者
の
住
所
及
び
氏
名
(
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

第
九
条
の
八
の
二
令
第
四
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
は
、
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
と
す
る
。

第
十
三
条
令
第
四
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
報
告
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
り

行
う
も
の
と
し
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
病
院
報
告
の
提
出
に
あ
つ
て
は
毎
月
十
日
ま
で
に
(
休
止
し
、
又
は

廃
止
し
た
病
院
に
関
し
て
は
、
休
止
又
は
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
)
病
院
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
長

に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令
第
四
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
ょ
る
病
院
報
告
の
送
付
は
、
提
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
行
う
も

2

の
と
す
る
。

3
 
令
第
四
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
報
告
の
送
付
は
、
提
出
の
あ
つ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
十
四
条
(
略
)

2
 
病
院
、
蒙
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
医
療
の
提
供
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
、

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
(
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
基
本
法
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
)
第
二
条
に

規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ユ
リ
テ
ィ
を
い
う
J
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
章
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
構
造
設
備

第
二
十
二
条
の
五
(
略
)

2
 
(
略
)

(
新
設
)

0
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(
法
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
四
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
墫

第
三
十
一
条
の
三
の
二
法
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
ぴ
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
医
療
法
人
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情

報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信

装
置
(
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送

信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有

す
る
装
置
を
い
う
。
第
三
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
三
条
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
使

用
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

第
四
十
一
条
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
命
ず
る
医
療
監
視
員
は
、
医
療
に
関
す
る
法
規

及
び
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
を
有
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報

第
四
十
二
条
医
療
監
視
員
が
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
は
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受

診
施
設
の
構
造
設
備
の
改
善
、
管
理
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
(
第
一
条
の
二
の
二
関
係
)

第
一
(
略
)

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
診
療
内
容
、
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

イ
病
院

1
S
⑥
(
略
)

ロ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
実
施
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

の
伝
達
や
処
方
等
の
診
療
行
為
を
、
即
時
に
行
う
診
療
(
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
い
う
。
)
の
実

施
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

⑧
S
⑯
(
略
)

口
診
療
所

①
S
⑯
(
略
)

(
新
設
)

官

患
者
問
に
お
い
て
、
情
報
通
信
機
器
を
通
し
て
、
患
者
の
診
察
及
び
診
断
を
行
い
診
断
結
果

医
師

(
略
)

(
堕
(
瞳

第
三
S
第
五

⑧
S
⑯
(
略
)

口
診
療
所

①
S
⑯
(
略
)

(
法
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
第
四
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
)

第
三
十
一
条
の
三
の
二
法
第
四
十
六
条
の
三
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
社
団
法
人
及
ぴ
一
般

財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
)
第
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
医
療
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の

内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ツ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
(
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情

報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
第
三
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十

三
条
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
J
を
使
用
す
る
も
の
に
よ
る
措
置
と
す
る
。

第
四
十
一
条
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
命
ず
る
医
療
監
視
員
は
、
医
療
に
関
す
る
法
規

地
域
外
来
医
療
に
関
す
る
状
況
(
外
来
医
師
過
多
区
域
で
令
和
八
年
十
月
一
日
以
降
に
開
設
し
た
無

床
診
療
所
(
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
診
療
所
を
い

う
J
で
あ
つ
て
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
の
指
定
に
当
た
つ
て
三
年
以
内
の
期
限
を
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

に
限
る
J

告
の
有
無
及
び
地
域
外
来
医
療
を
提
供
し
な
い
理
由

二
(
略
)

＼

.

ノ

第
三
S
第
五
(
略
)

.
ー

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
勧

"
Ⅱ

地
域
外
来
医
療
の
提
供
の
有
無
並
ぴ
に
そ
の
内
容
及
び
実
績

及
び
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
医
療
監
視
員
が
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
は
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
構
造
設
備
の
改
善
、

管
理
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
(
第
一
条
の
二
の
二
関
係
)

第
一
(
略
)

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
診
療
内
容
、
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

イ
病
院
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第

真

号

医
療
法
第
六
条
の
八
の
規
定
に
ょ
る
当
該
職
員
の
証

令
和
年
月
日
発
行

庁

第
六
条
の
八
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
隆
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
医
業
歯
科
医

裏
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
関

す
る
広
告
が
第
六
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
前
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
広
告
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、

該
広
告
を
し
た
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
広
告
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 医

療
法
抜
枠

0
0
都
道
府
県
、
 
0
0
市
又
は
0
0
区

第
一
項
の
規
定
に
ょ
つ
て
立
入
検
査
を
す
る
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か

3

つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

年

第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
飯
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

4

月

第
八
十
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

面

日
生

Φ
O
N

二
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
ょ
る
報
告
若
し
く
は
提
出
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
六
条
の
八
第
一
項
若

し
く
は
第
干
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
ょ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
た
者

回

(
叩
一
卜
鮫
式
叩
)

皿
暖
●
皿
卜
N
皿
m
田
Φ
足
中

騨

如

戻侃蝉K澱Π靴IKgM心配俗倉熊゜

別記様式第二(第四十条関係)

氏職

名名

印



第

号

官
職
又
は
職
名

氏

名

医
療
法
第

令
和

干
五
条
の
規
定
に
ょ
る
護
職
員
の
証

年
月
日
発
行

厚
生
労
働
省

医
療
法
抜
粋

第
六
条
の
八
(
略
)

3
 
第
一
項
の
規
定
に
ょ
つ
て
立
入
検
査
を
す
る
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か

つ
、
関
係
人
の
諸
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

4
 
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
飯
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
催
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産

所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
有
す
る
人
員
若
し
く
は
清
潔
保
持
の
状

況
、
構
造
設
備
若
し
く
參
療
録
、
助
産
録
、
帳
癒
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所

若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
つ
く
処
分
に
違
反
し
て
い

る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
成
者
若
し
く
は
管
理
者
若

し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
稔
設
の
設
置
者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簸
書
類
そ
の
他
の
物
件

の
提
出
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
轟
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
若
し
く
は
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他
当
該
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
稔
設
の
運
営
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る

3
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
機
能
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者

に
対
し
、
必
要
な
粗
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
特
定
機
能
病
院
等
に
立
ち
入
り
、
そ
の
有
す
る
人

員
若
し
く
は
清
潔
保
持
の
状
況
、
構
造
設
備
若
し
く
は
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
癖
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
機
能
病
院
等
の
業
務
が
法
令
若
し
く
は
法
令
に
基
う
く
処
分
に
違
反
し
て
い

面
る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
機

能
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
診
療
録
助
産
録
、
帳
簸
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
 
第
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
立
入
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規

定
は
前
各
項
の
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

第
八
十
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

二
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
報
告
若
し
く
は
提
出
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
六
条
の
八
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
ょ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
た
者

庁

裏

回

(
0
0
都
道
府
県
、
 
0
0
市
又
は
0
0
区
)

年

月

日
生

(
叩
一
卜
鮫
式
叩
)

罪

皿

田
轡
側
血
卜
N
吹
m
田
Φ
晶
や
卜
O
N

艮侃蝉伝澱川剖KeM,いy1蓉倉廻゜

別記様式第三(第四十条の二関係)

印



第

号

官
職
又
は
職
名

氏

名

医
療
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
ょ
る
当
該
職
員
の
証

令
和
年
月
日
発
行

厚
生
労
働
省

庁

裏

第
六
条
の
八
(
瞳

3
 
第
一
項
の
規
定
に
ょ
つ
て
立
入
検
査
を
す
る
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か

つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
 
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
腎
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
法
人
の
業
務
若
し
く
は
会
計
が
法
令
、
法
令
に
基
つ
く
都
道
府
県

知
事
の
処
八
刀
、
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
あ
り
、
又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適

正
を
欠
く
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
医
療
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況

に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
そ
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
 
第
六
条
の
八
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
ょ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
九
十
三
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
法
人
の
理
事
、
監
事
若
し
く

は
清
算
人
又
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
理
事
、
監
事
若
し
く
は
清
算
人
は
、
こ
れ
を
二
十
万
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
刑
を
科
す
べ
き
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
三
第
六
十
三
条
第
一
項
(
第
七
十
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
)
の
規
定
に
ょ
る
報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
ょ
る
検

査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

医
療
法
抜
粋

年

月

団

6
0
都
道
府
県
)

面

日
生

Φ
O
N

(
血
一
卜
鮫
式
吹
)

罪

如

皿
理
●
皿
卜
N
 
四
m
出
m
晶
中
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別記様式第四(第四十二条の二関係)
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(
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
二
条
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省

(
区
分
経
翌

第
百
六
十
四
条
法
第
五
十
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
営
む
事
業

二
S
四
(
略
)

侯
療
施
設
調
査
規
則
の
一
部
改
正

第
三
条
医
療
施
設
調
査
規
則
(
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
病
院
、
診
療
所
又
は
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ

(
調
査
の
範
囲

第
四
条
(
略
)

2
 
動
態
調
査
は
、
次
の
医
療
施
設
に
つ
い
て
行
う
。

一
病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
・
口
(
略
)

医
療
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
休
止
若
し
く
は
再
開
の
届
出
を
し
た
も
の
若
し
く
は
同
法
第
九

＼ノ

条
第
一
項
に
基
づ
き
廃
止
の
届
出
を
し
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
死
亡
若
し
く
は
失
綜
の
届
出

を
し
た
も
の

二
医
療
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
に
基
づ
く
開

設
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の

ホ
・
へ
(
略
)

二
診
療
所
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

報

.

法
務
庁
・
厚
生
省
・
農
林
省
令
第
一
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

官

正

(
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
四
条
医
薬
品
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

医
療
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
開
設
の
届
出
を
し
た
も
の

(
略
)

正

改

別
表
第
一
(
第
十
一
条
の
三
関
係
)

第
一
(
賂

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

)1
S
鋤
(
略
)

4
 
薬
局
の
業
務
内
容

(
略
)

(
区
分
経
翌

法
第
五
十
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
百
六
十
四
条

改

一
病
院
又
は
診
療
所
を
営
む
事
業

二
S
四
(
略
)

後

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

正

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

】
U

(
調
査
の
範
囲

第
四
条
(
略
)

2
 
動
態
調
査
は
、
次
の
医
療
施
設
に
つ
い
て
行
う
。

一
病
院
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
・
口
(
略
)

医
療
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
休
止
若
し
く
は
再
開
の
届
出
を
し
た
も
の
若
し
く
は
同
法
第
九

＼ノ

、
、

条
第
一
項
に
基
づ
き
廃
止
の
届
出
を
し
た
も
の
又
は
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
死
亡
若
し
く
は
失
そ
う
の
届

出
を
し
た
も
の

二
医
療
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
に
基
づ
く
開

設
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
も
の

ホ
・
へ
(
略
)

二
診
療
所
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

医
療
法
第
八
条
に
基
づ
き
開
設
の
届
出
を
し
た
も
の

(
略
)

改

別
表
第
一
(
第
十
一
条
の
三
関
係
)

第
一
(
略
)

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
業
務
内
容
提
供
サ
ー
ビ
ス

1
S
③
(
略
)

4
 
薬
局
の
業
務
内
容

(
略
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
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緊
急
避
妊
薬
の
調
剤
の
可
否

イ
(
略
)

ロ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
(
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
い
う
。
)
に
伴

う
緊
急
避
妊
薬
の
調
剤
の
対
応
可
否

(
略
)

5
 
(
略
)

ニ
・
三
(
略
)

第
三
(
略
)

(
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
五
条
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
五
年
厚
生
省
令
第
四
士
舌
ぢ
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

正

改

正

(
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
)

第
一
条
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
五
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
J
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施

設
並
び
に
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
が
低
下
し
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
あ
る
老
人
又
は
心
身
障
害
者
が
利

用
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
有
料
老
人
ホ
ー
<
病
院
、
診
療
所
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)

報

第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
と
す

る
。

(
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
六
条
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
(
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
石
ぢ
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

官

(
指
定
施
設
の
範
四

第
二
条
法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
四
(
略
)

五
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
(
精
神
病
床
を
有
す
る
も

の
又
は
同
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令
凾
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
第
四
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
を
担
当
診
療
科
名
と
し
て
届
け
出
て
い
る
も
の
に
限
る
。
)

六
S
十
五
(
略
)

(
精
神
保
健
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養
成
施
設
等
指
定
規
則
の
一
部
改
正

第
七
条
精
神
保
健
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養
成
施
設
等
指
定
規
則
軍
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

緊
急
避
妊
薬
の
調
剤
の
可
否

イ
(
略
)

ロ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
(
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
別
表
第
一
に
規

定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
い
う
。
)
に
伴
う
緊
急
避
妊
薬
の
調
剤
の
対
応
可
否

後

(
賂

ニ
・
三
(
略
)

第
三
(
略
)

(
指
定
の
申
請
手
続
)

第
三
条
養
成
施
設
等
に
つ
い
て
、
法
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
穴
厶
立
の
養
成
施
設
等
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
J
を

記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
(
法
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
る
養
成
施
設
の
指
定
(
次
条
第

(
略
)

改

正

前

(
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
)

第
一
条
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
五
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
J
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施

設
並
び
に
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
が
低
下
し
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
の
あ
る
老
人
又
は
心
身
障
害
者
が
利

用
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
と
す

る
。

改

正

後

(
指
定
施
設
の
範
囲

第
二
条
法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

-
 
S
四
(
略
)

五
医
療
法
凾
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
(
精
神
病
床
を
有
す
る
も

の
又
は
同
法
第
八
条
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令
露
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
=
ぢ
)
第
四
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
を
担
当
診
療
科
名
と
し
て
届
け
出
て
い
る
も
の
に
限
る
。
)

六
S
十
五
(
略
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(
指
定
の
申
請
手
続
)

第
三
条
養
成
施
設
等
に
つ
い
て
、
法
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
穴
厶
立
の
養
成
施
設
等
に
あ
っ
て
は
、
第
十
石
万
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
J
を

記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
(
法
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
る
養
成
施
設
の
指
定
(
次
条
第

改

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

令和8年3月27日金曜日 号外第71 号)
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八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
養
成
施
設
の
指
定
」
と
い
う
。
)
を
受
け
よ
う
と
す
る
養
成
施
設
の
設
置

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
 
S
九
(
略
)

十
精
神
科
病
院
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
に
規
定
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
(
精

神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
同
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百

二
十
六
号
)
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
を
担
当
診
療
科
名
と
し
て
届
け
出
て

い
る
も
の
に
限
る
J
(
以
下
「
精
神
科
病
院
等
」
と
い
う
J
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
若
し

く
は
事
業
の
う
ち
別
表
第
一
又
は
別
表
第
三
に
規
定
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
習
(
以
下
「
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
実
習
」
と
い
う
J
を
行
う
の
に
適
当
な
も
の
(
以
下
「
実
習
施
設
等
」
と
い
う
J
の
概
要
及
び
実
習

指
導
者
の
氏
名

十
一
(
略
)

2
 
・
 
3
 
(
略
)

(
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

第
八
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

報

附
則

(
法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
)

第
六
条
法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

官

三
医
療
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
療
所
の
開
設
の
届
出
を
し
た
者

附

則

(
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
違

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
(
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
J
別
表
第
一
第
二
の
項
第
盲
巧
口
⑪
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
る
医
療
法
露
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
ナ
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

第
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
(
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
い
う
J
を
行
っ

て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
新
規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
三
号
(
い
ず
れ
も
新
規
則
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
は
適
用
し
な
い

八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
養
成
施
設
の
指
定
」
と
い
う
。
)
を
受
け
よ
う
と
す
る
養
成
施
設
の
設
置

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
 
S
九
(
略
)

十
精
神
科
病
院
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
に
規
定
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
(
精

神
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
同
法
第
八
条
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六

号
)
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
若
し
く
は
心
療
内
科
を
担
当
診
療
科
名
と
し
て
届
け
出
て
ぃ
る
も

の
に
限
る
J
(
以
下
「
精
神
科
病
院
等
」
と
い
う
J
又
は
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
若
し
く
は
事

業
の
う
ち
別
表
第
一
又
は
別
表
第
三
に
規
定
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
習
(
以
下
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

実
翌
と
い
う
J
を
行
う
の
に
適
当
な
も
の
(
以
下
「
実
習
施
設
等
」
と
い
う
J
の
概
要
及
び
実
習
指
導
者

の
氏
名

十
一
(
瞳

2
 
・
 
3
 
(
略
)

附
則

(
法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
)

第
六
条
法
附
則
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

三
医
療
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
診
療
所
の
開
設
の
届
出
を
し
た
者
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報官3

0
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
五
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
ぴ
医
療
法
露

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
六
条
の
五
第
三
項
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
法
第
六
条
の
五
第
三
項
及

び
第
六
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
業
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

助
産
所
に
関
し
て
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の

よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

第
四
条
法
第
六
条
の
五
第
三
項
第
十
六
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

-
 
S
十
九
(
略
)

改

二
十
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
基
準
の
遵
守

正

に
関
し
て
必
要
な
事
項

二
十
一
(
略
)

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
六
条
の
五

後

第
三
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
事
項
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師

若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施

病
院
等
に
関
す
る
法
第
六
条
の
五
第
三
項
第
一

号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
並
び
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で

第
四
条
法
第
六
条
の
五
第
三
項
第
十
五
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

-
S
十
九
(
略
)

(
新
設
)

あ
っ
て
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
関
す
る
事
項

と
す
る
。

改

厚
生
労
働
大
臣
上
野
賢
一
郎

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

前

正

二
十

(
新
設
)

(
瞳

令和8年3月27日金曜日 第 1674号
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即逐回
(様式例 1)

(都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長)

オンライン診療受診施設設置届出書

次のとおりオンライン診療受診施設を設置したので、医療法第8条第2項の規定により届け出ます。

名施 言jl'
の

の場設

連絡先

日

置

殿

設置者住所 〒

電話番号

氏名

(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

電話番号

敷地の面積及び平面図

建物の構造概要及び平面図

年

(法人の場合)

定款、寄付行為又は条例

(法人の場合)
管理・運営責任者の氏名・

設置年月

月

偶1俳氏の添付でも可)

日

偶嚇氏の添付でも可)

(備考)

車両を届け出る場合、それぞれの欄には以下の内容を記載することとする。

・「設置の場所」の欄については、当該車両が日常的に駐車している場所及び巡回予定地区を記載す
ること。また、届出は巡回する地区を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区に提出するこ

と。

・「敷地の面積及び平面図」の欄については、記載が不要であること。

・「建物の構造概要及び平面図」の欄については、当該車両の車種・車名・車両番号を記載すること。

電話番号

〒

称
所



(様式例2)

(都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長)

オンライン診療受診施設休止・再開届出書

次のとおりオンライン診療受診施設を

により届け出ます。

施

殿

設置者住所〒

電話番号

氏名

(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

置

休止

の

の

名

.

休止

再開

扮

年

称

休止の場合

.

再開予定年月日

月

再開したので、医療法第8条の2第2項の規定

所

年月日

理

電話番号

〒

設

設



(様式例3)

(都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長)殿

オンライン診療受診施設廃止届出書

次のとおりオンライン診療受診施設を廃止したので、医療法第9条第1項の規定により届け出ます。

施 設

設

設置者住所〒

電話番号

氏名

(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

置

の 名

止

の

止

称

年

扮

年

の

月

所

月

理

日

日

由

電話番号

〒

廃
廃



(様式例4)

(都道府県知事、保健所設置市長、特別区長)

オンライン診療受診施設設置者死亡・失綜届出書

次のとおりオンライン診療受診施設の設置者が
9条第2項の規定により届け出ます。

所

置者設

名

オンライン診療受診施設の名称

場 所置設 の

死亡失腺の宣告年月日

殿

月

届出義務者 住所〒

電話番号

開設者との続柄

氏名

・失綜の宣告を受けたので、医療法第死亡した

年

住
氏



別添3

1.オンライン診療の提供に関する事項

基準等守の確認をするためのチエツクリスト
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」に準拠

(1)医師一患者関係/患者合意

オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨にっいて、医

師と患者との間で合意がある場合に行う。

iの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する

旨を明示的に確認する。

Ⅲオンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を

判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライ

ン診療を中止し、速やかに適切な対面診療にっなける。

iV 医師は、患者の iの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項にっ

いて説明を行う。

・触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる

情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること

・オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否

を判断すること

・(3)に示す「診療計画」に含まれる事項

(2)適用対象

直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得るチ呈度の患者の

心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関V

確認日:

確認者:

遵守/

推奨

口 遵寸

オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が

作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(※)等を踏まえて医

師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対

面診療力句能な医療機関を紹介する場合も含む。)。

口 遵寸

備考

.オンライン受診勧奨にっいては、患者から

の連絡に応じて実施する場合には、患者

側の意思が明白であるため、当該確認は

必要ではない。

口 遵守

Ⅲ初診からのオンライン診療は、原則として「かかりっけの医師」が行う。

口 遵寸

.緊急時にやむを得ずオンライン診療を実

施する場合であって、ただちに説明等を行

うことができないときは、説明可能となった

時点において速やかに説明を行う。

口 遵守

口

.緊急性力塙い症状の場合は速やかに対

面受診を促す。

※日本医学会連合「オンライン診療の初診に

関する提言」(2022年11月24日

版)

htヒPS://WWW.jmsf.or.jp/uploads/me

dia/2022/11/20221124163108.pdf

.ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴

等の他、症状から勘案して問診及び視

診を補完するのに必要な医学的情報を

過去の診療録、診療情報提供書、健康

診断の結果、地域医療情報ネットワー

ク、お薬手帳、 personal Health

Record (以下「PHR」という。)等から

把握でき、患者の症状と合わせて医師が

可能と判断した場合にも実施できる(後

者の場合、事前に得た情報を診療録に

記載する必要がある。)。

遵寸

口 遵寸



iv 【iii以外の場合として「力仂、りっけの医師」以外の医師が診療前相談を行

つた上で初診からのオンライン診療を行う場合】

安全性が担保されたオンライン診療を実施できるよう、オンライン診療の実

施後、適切に対面診療にっなけちれるようにしておく。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Ver.)

遵守/
備考

推奨

「かかりっけの医師」以外の医師が診療

前相談を行った上で初診からのオンライン

診療を行う場合として、以下が想定され

る。

J「かかりっけの医師」がオンライン診療を

行っていない場合や、休日夜問等で、

「力仂、りっけの医師」がオンライン診療に

対応できなし場合

J患者に「かかりっけの医師」がいない場

V 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を

行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報にっいて必要に応じ

て適切に情報提イ共を行う。

Ⅵ診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可

能性があることや、診療前相談の費用等にっいて医療機関のホームペー

ジ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知する。

J「かかりっけの医師仂ぐオンライン診療に

対応している専門的な医療等を提供

する医療機関に紹介する場合(必要

な連携を1子っている場合、Dtop

Ⅷth D の場合を含む。)やセカンド

オピニオンのために受診する場合

安全性力件旦保されたオンライン診療力咳

施できる体制として、以下の対応力噸定

される。

y患者の所在地に応じた地ン戊a)医療機

関との間で、対面診療への移行に関し

て連携体制を整備する

y医師力樹面受診を要すると判断した場

合は、対面受診可能な医療機関へ医

師からの連絡、診割青報の提供を行

い、患者を確実な対面診療へつなιナる

y直ちに対面受診を要さない場合におい

いても、医師が必要と判断したときに

は、当該診療内容を引き継けるよう、

緊急時の相談体制にっいての案内等

を患者等に対して行い、確実に対面診

療へつなぐ

Ⅵi 急病急変患者にっいては、原則として直接の対面による診療を行う。

Ⅷ特定の複数医師が関与することにっいて「診療計画」で明示しており、い

ずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は、全ての医師にっい

て直接の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン

診療を行うこと力句能。

ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診療計画」に医師名を記

載する。

口 遵守

口

なお、急病急変患者であっても、直接の

対面による診療を行った後、患者の容態

が安定した段階に至った際は、オンライン

診療の適用を検討してもよい。

口

特定の複数の医師が関与するケースとし

て、在宅診療において在宅療養支援診

療所が連携して地域で対応する仕組み

が構築されている場合や複数の診療科

の医師がチームで診療を行う場合などが

想定される。

合



患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれ

ぱ、オンライン診療を行う予定であった医師の病欠、勤務の変更などによ

り、「診療計画」において予定されていない代診医がオンライン診療を行うこ

と力句能。

主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同

一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいて

も、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代

でオンライン診療を行うこと力句能。

<く禁煙外来を行う医療機関の場合>>

秋禁煙外来にっいては、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Ver.)

遵守/
備考

推奨

見落とすりスクが排除されている場合であって、治療によるりスクが極めて

低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の

対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。

<く緊急避妊に係る診療を行う医療機関の場合>>

緊急避妊に係る診療にっいては、地理的要因がある場合、女性の健

口

康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携して

いる医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると

判断した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研

修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得

る。

ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行

うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調

剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。

その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法にっいて適切に説明を行うこ

と。

加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医

による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保する

ことにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを

1テうこと。

推奨

口 遵守

.健康診断など疾患の治療を目的としてい

ない診療(診察、診断等)などが想定

される。

口

X 自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者にっいては、

伝達できる情報が限定されるオンライン診療の適用を慎重に判断する。

・緊急避妊に係る診療にっいては、緊急

避妊を要するが対面診療力句能な医療

機関等に係る適切な情報を有しない女

性に対し、女性の健康に関する相談窓

口等(女性健康支援センター、婦人相

談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワ

ンストップ支援センターを含む。)におい

て、対面診療力句能な医療機関のりスト

等を用いて受診可能な医療機関を紹介

することとし、その上で直接の対面診療を

受診することとする。

.なお、調剤に対応可能な薬局の一覧は

厚生労働省のホームページにおいて公開

されている。

https://WWW.mhlwgo.jp/stf/kinnk

yuuhininnyaku.html

口

口



(3)診療計画

医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態にっいて、直接の

対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づ

いて、次の事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存する。

・オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)

・オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項

(歩頁度やタイミング等)

・診療時間に関する事項(予約制等)

・オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)

・オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直

接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンラ

イン診療を行うこと力「できなくなる場合を含む。)

・触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患

者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨

・急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対

応できる医療機関の明示)

・複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師

の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示

・情報漏洩等のりスクを踏まえて、セキユリティリスクに関する責任の範囲

(責任分界点)及びそのとぎれがないこと等の明示

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Va.)

遵守/
備考

推奨

iに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合にっいては、診察の

後にその後の方針(※)を患者に説明する。その後、オンラインでの診療

継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、iに基づき診療計

画を定め、保存する。

オンライン診療において、映像や音声等を医師側又は患者側端末に保

存する場合には、事前に医師一患者間で、映像や音声等の保存の要

否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意する。

口

iV オンライン診療を実施する医師自らが対応できないことが想定される場

合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録

等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状態に関す

る情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整える。

遵寸

急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合にっいて

は、急変時の対応にっいて、事前に関係医療機関との合意を行っておく。

V 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにす

る。

口 遵寸

※例えば、次回の診察の日時及び方法並

びに症状の増悪があった場合の対面診療

の受診先等

口 遵守
・医療情報の保存にっいては、 2(5)を参

照すること。

口 遵守

オンライン診療を実施する医師自らが対

応できないことが想定される場合として、

オンライン診療を行う疾病にっいて急変が

想定され、かつ急変時には他の医療機

関に入院が必要になる場合など力想定さ

れる。

口 遵寸

口

.急変時の対応を速やかに行うことが困難

となると想定される場合として、例えほ離

島など力噸定される。

推奨



Ⅵ同一疾患にっいて、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行

う場合や、他の領域の同一疾患にっいて、複数の医師が同一の患者に

対しオンライン診療を行う場合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合

において、既に作成されている「診療計画」を変更することにより、患者の

不利益につながるときは、患者の意思を十分尊重した上で、当該「診療

計画」を変更せずにオンライン診療を行う。

(4)本人確認

i 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを

得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認

書類を用いてお互いに本人であることの確認を行う。

※かかりっけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に

医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度

本人確認を行う必要はない。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Va.)

遵守/
備考

推会

初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、以下の

いずれかの方法により行う。

・顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスボー

ト等)

・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明

口 推奨

ただし、初診を直接の対面診療で行った

際に、社会通念上、当然に医師であると

認識できる状況であった場合、その後に

実施するオンライン診療においては、患者

からの求めがある場合を除き、医師である

旨の証明をする必要はない。

・1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の

厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適

切な質問や全身観察等を組み合わせた確認

iii 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として、顔

写真付きの身分証明書(HPK1力ード、マイナンバーカード、運転免許

証、パスボート等)を用いて医師本人の氏名を示す。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場

合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。

※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除く。

口

.確認害類の伊上

i患者の本人確認:マイナンバーカード、

医療保険者の発行する資格確認書、運

転免許証、パスボート等の提示

ii医師の本人証明

HPK1力ード(医師資格証)、マイナンバ

ーカード、運転免許証、パスボート等の提

iv 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、

医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整え

る。

また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」(氏名、

,性兄り、医籍登録年)を用いて医師の資格確認力句能である旨を示す。

iii医師の資格証明

HPK1 力ード(医師資格証)、医師免

許証の提示の活用

口 遵寸

口

身分証明書の提示は医師の氏名の確

認が目的であり、医籍登録番号、マイナ

ンバー、運転免許証番号、パスボート番

号、住所、本籍等に係る情報を提示す

ることを要するものではない。

口

示

書



(5)薬剤処方・管理

患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療

の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団

法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与にっい

て十分な検討が必要な薬剤」(※)等の関係学会が定める診療ガイド

ラインを参考に行う。

ただし、初診の場合には以下の処方は行わない。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できてぃない患者に対する、特に安全管理が

必要な医薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象とな

る薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処

方

また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に

行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのりスク管

理に民大限努めなけれはならない。

医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認する。患者は医師

に対し正確な申告を行う。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関"e,.)

遵守/
備考

推奨

医師は、患者に対し、かかりっけ薬郵伯市・薬局の下、医薬品の一元管理

を行うことを求める。

口

.現にオンライン診療を行っている疾患の延

長とされる症状に対応するために必要な

医薬品にっいては、医師の判断により、オ

ンライン診療による処方力句能。

※日本医学会連合「オンライン診療の初診に

関する提言」(2022年11月24日

版)

直接の対面診療に代替し得る程度の患

者の心身の状況に関する有用な情報が

得られる場合には補助的な手段として、

画像や文字等による情報のやりとりを活

用することは妨げない。

(6)診察方法

医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態にっいて十分に必要な

情報が得られていると判断できない場合には、速やか{こオンライン診療を

中止し、直接の対面診療を行う。

口

オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、りアルタイ

ムの視覚及び聴覚の清報を含む情報通信手段を採用する。

オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては

ならない。

オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関わら

ないことにっいてコミユニケーションを行うに当たっては、りアルタイムの視覚

及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ

る清報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区

別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決

めておく。

口

口

処方篝を発行する際、患者がオンライン服

薬指導を希望する場合に、使用するシステ

ムによっては患者が希望する薬局を選べない

場合がある(システムに登録された薬局しか

選ぺない)ことに留意し、患者が希望する

薬局での調剤・服薬指'が受けられるよう

配慮することが求められます。

推奨

口

口

口

口



オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の

患者の診療をイテつてはならない。

iV 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行

い、患者の同意を得る。

V 医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン

診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムとす

る。

Ⅵオンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通

信機器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の

色彩や動作等にっいて確認する。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Va.)

遵守/
備考

推尖

口

口

口 推奨

口 推奨



2,オンライン診療の提供体制に関する事項

(1)医師の所在

オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該オン

ライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにする。

特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場

合は、患者が事後的にも確認できる方法により、所属する医療機関及び

その問合せ先の明示その他必要な通会口を行う。

患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスでき

る医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Ver.)

医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動

画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所

でオンライン診療を行ってはならない。

iV オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら

診療すること等により、医療機関に居る場合と同等チ呈度に患者の心身の

状態に関する情報を得られる体制を整える。

遵守/

推1

V 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師

は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。

口 遵寸

偏考

Ⅵオンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、本指

針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表する。

口 遵寸

Ⅵi オンライン診療を行う医師は、 2(1)iiの医療機関に容易にアクセスできる

よう努める。

(2)患者の所在

患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程

度に、清潔かっ安全でなけれぱならない。

プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間に

おいてオンライン診療が行わなけれはならない。

口 遵守

口 遵寸
・緊急やむを得ない場合には、この限

りでない。

口 遵寸

口

. 医療機関のホームページに本チエッ

クリスト(※)を公表することも考

えられる。

遵寸 ※「医療法等の一部を改正する法

律の一部の施行等にっいて(オンライ

ン診療関係)」(令和8年3月27

日付け医政発0327第5号医政局

長ミ融口)

口 推奨

口 遵寸

・患者に対して、オンライン診療を受け

る場所にっいて適切に説明し協力を

得ることが重要である。



<<(同じ場所にいる)特定多数人に対してオンライン診療を提供す

る場合>>

iii 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は

病院又は診療所であり、これはオンライン診療であっても同様であるため、

特定多数人に対してオンライン診療受診施設以外でオンライン診療を提

供する場合には、診療所の届出を行う。

(3)患者が看護師等といる場合のオンライン診療① toPⅧthN)

医師の指示による診療の補助行為の内容として、「診療計画」若しくは訪

問看護指示書又はその両方に基づき、予測された範囲内において診療

の補助行為を行う。

また、「診療計画」や訪問看護指示書の内容にっいては、患者の状況や

診療の内容に応じ、適時に見直しを行う。

基準等遵守の確認をするためのチェック,スト(医療機関VeT.)

遵守/
備考

推奨

DtoPⅧthNを行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている

医師であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の

指示を受けた看護師等とする。

(4)患者が医師といる場合のオンライン診療① toP Ⅷth D)

情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、事前に直接の

対面診療を行わずにオンライン診療を行うことができ、主治医等の医師

は、遠隔地にいる医師の専門的な知見・技術を活かした診療力句能。

ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対面診療を行っている主治

医等である必要があり、情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる

医師は、あらかじめ、主治医等の医師より十分な清報提供を受けること。

診療の責任の主体は、原則として従来から診療している主治医等の医師

にあるが、情報通信機器の特性を勘案し、問題が生じた場合の責任分

担等にっいてあらかじめ協議しておく。

1)情報通信機器を用いた遠隔からの高度な技術を有する医師t、よる

手術等

高度な技術を要するなど遠隔地にいる医師でないと実施が困難な

手術等を必要とし、かっ、患者の体力面などから当該医師の下への

搬送・移動等力馳しい患者を対象に行う。

情報通信機器にっいて、手術等を実施するに当たり重大な遅延等

が生じない通信環境を整え、事前に通信環境の確認を行う。

仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等において

も、患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全な継続が可

能な体制を組む。

ただし、巡回診療の実施にっいて

は、昭和37年6月20日付け医

発554厚生省医務局長通知によ

る、巡回診療の実施に準じて新たに

診療所開設の手続きを要しなし暘

合がある。

・また健康診断等の実施については

平成7年11月29日付け健政

発927号厚生省健康政策局長

通会Uによる、巡回健診等の実施に

準じて新たに診療所開設の手続き

を要しない。

口 遵寸

口 遵寸

なお、オンライン診療を行った際に、

予測されていない新たな症状等が

生じた場合において、「診療計画」

や訪問看護指示書の内容を見直

すことで、医師が看護師等に対し、

診断の補助となり得る追加的な検

査等を指示することは可能。

口 遵寸

口 遵寸

口 遵寸

口 遵寸

口

・具体的な対象疾患や患者の状態

などの詳細な適用対象は、各学会

など力q乍成するガイドラインに基づく。

遵寸

口 遵守

・具体的な提供体制等にっいては、

各学会などが作成するガイドラインに

基づく。



2)情報通恰機器を用いた遠隔からの高度な専門性を有する医師1、

よる診察・診断等

高度な専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患で

あることや遠方からでは受診するまでに長時問を要すること等により、

患者の早期診断や診療継続の二ーズに対応することが難しい場合

など、地域においてオンライン診療の必要性が認められる患者を対象

にイテう。

患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、

遠隔地にいる医師の診療を受ける。

患者の倶kいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は事前に診療

情報提供書等を通じて連携をとる。

(5)通信環境(情報セキユリティ・プライバシー・利用端末)

1)医療機関が行うぺき対策

医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるぺき対策

が異なることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対

してセキユリティリスクを説明し、同意を得る。

1-1)基本事項

医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業

者(以下「事業者」という。)による説明を受け(※)、十分

な情報セキユリティ対策が講じられていることを確認する。

当該確認1部祭して、医療機関は責任分界点にっいて確認し、

システムの導入に当たっては、そのりスクを十分に1弼羣する。

遵寸

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関"a.)

遵守/
備考

推奨

口 遵寸

口 遵守

口 遵寸

オンライン診療の際、医療情報システムに影響を及ぽす可能性

がある(※)オンライン診療システムを使用する際は、「医療

情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施す

る。

口 遵守

汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システ

ムに影響を与えない設定とする。

Ⅲ医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキユリ

ティリスクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用する

ことにっいての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に

記載し、オンライン診療を実施する。

Ⅳ「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診

療システムに伴うセキユリティリスク等とその対策及び責任の所

在にっいて患者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書

の準備(※)又は対応者の準備を行う。

・医療機関は、システムは適宜アップ

デートされ、りスクも変わり得ることな

ど、理解を深める。

口 遵守

※システムに関する個別の説明を受け

ることのみならず、事業者力嘘示して

いる情報提供内容を自ら確認する

ことを含む。

口 遵寸

口

※例えぱ、電子カルテを利用する端未

で、オンライン診療に用いるシステム

を直接起動し、オンライン診療を行う

と、セキユリティ上の問題が生じた場

当該診療に係る患者だけでは^
^、

なく、電子カルテデータペースやそれと

連結した医事システムやレセプM乍

成用コンピユータ内のすべての患者

の情報に影響力吸δ河能性力怖

る。

遵守

※ウエブサイト等の患者が適切にアクセ

スできる方法による開示や、電磁的

記録による説明文書と同等の内容

のものの提供を含む。

口 遵寸

口



V オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関はOSやソフ

トウエアのアップデートにっいて、事業者と1窃議・確認した上で実

施する。

アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業

者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。

Ⅵ医療機関は、必要に応じてセキユリティソフトをインストールす

る。

Ⅵi オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認

証を用いる。

Ⅷオンライン診療を実施する際は、患者がいっでも医師の本人確

認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情

報を準備する。

秋オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいっでも医師の

本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンラ

イン診療システム上に掲載する。

X オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を

満たしていることを確認する。

幻医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報

を知覚できないようにする。また、患者がいる空間に第三者がい

ないことを確認する。

河医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該

通信に紛れ込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒

に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者を呼び込む場合

等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意する。

Xiii プライバシーが保たれるように、患者側、医師倶にもに録音、録

画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。

XiV オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合に

は、医療機関が、セキユリティリスクとべネフィットを勘案したうえ

で、使用するソフトウエアやチャット機能の使用方法にっいて患

者側に指示する。

XV患者から提示された二次元バーコードやURL等のりンク先への

アクセス及びファイルのダウンロード等はセキユリティリスクカ塙いた

め行わない。

※セキユリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判

断できる場合を除く。

XⅥオンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を

通じて、セキユリティリスクに関する情報を適宜アッフデートする。

XⅥi 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取

得する目的で外部のPHR等の清報を取り扱うことが、医療情

報システムに影響を与えうる場合は、「医療情報安全管理関

連ガイドライン」1ご合った対策を実施する。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Va.)

遵守/
備考

推奨

口 遵寸

口 推奨

口 遵寸

口 遵守

口 遵寸

口 遵寸

・ただし、患者がいる空間に家族等や

オンライン診療支援者がいることを医

師及び患者が同意している場合を

除く。

口 遵寸

口 遵守

口 遵守

口 推奨

医療機関や患者から、検査結果画

像や患者の医療情報等を画面共

有機能を用いて提示すること及び画

面共有機能を用いずに画面を介し

て提示することは、多くの場合、相

対的にセキユリティリスクが低減され

ているものと考えられる。

口 遵寸

口 遵守



XVⅢ他方で、医療機関が、医療情報システムに影響を与えずに

当該情報を取り扱う場合には、セキユリティリスクにっいて医療

機関と患者の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施す

る。

1-2)医療機関が汎用サ

項(医療機関が汎用

て下記の事項を実施)

意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側にっな

げることを徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しな

い。

医療機関又は医療機関から委託を受けた者は、汎用サービス

のセキユリティボリシーを適宜確認し、患者の問い合わせに対応

できるようにする。

個別の汎用サービスに内在するセキユリティリスクを理解し、必

要な対策を講じる責任は医療機関にあること都里解する。

iV 端末立ち上け時、パスワード認証や生体認証などを用いて操

作者の認証を行う。

2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策

※医療機関の医療情報管理責任者は、下記を踏まえて、所属する

医師が行うぺきセキユリティリスク対策を講じること。

オンライン診療システムを提供する事業者は、下記を備えたオンライン

診療システムを構築し、下記2-1)の項目を満たすセキユリティ

面で安全な状態を保つ。

オンライン診療システムを医療機関が導入する際、事業者は、医療

機関に対して、医療機関が十分に理角"牛できるまで、オンライン診療シ

ステムのセキユリティ等(※)に関する説明を行う(分かりやすい説

明資料等を作成し医療機関に提示すること力塑ましい。)。

2-1)基本

i 医療機関に対して、医療機関が負う情報漏洩・不正アクセス

等のセキユリティリスク及びシステム障害時の診療への影響を明

確に説明する。

ii 事業者は医療機関に対して、オンライン診療のセキユリティにイ系

る責任分界点にっいて明確に説明し、合意した範囲において

責任を負う。

Ⅲオンライン診療システムの中にビデオ会議システム等の汎用サー

ビスを組み込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般の

セキユリティリスクにっいて、医療機関に明確に説明し、合意し

た責任分界点の範囲において責任を負う。

iV 事業者は、合意に基づき、脆弱性などのセキユリティリスク発生

時には速やかに医療機関に状況や対応方法等の情報提供を

行うなどの善管注意義務を適切に履行する。

基準等遵守の確認をするためのチェック,スト(医療機関Ver')

遵守/
備考

推奨

口 遵守

口 遵守

口 遵守

口 遵寸

口

.委託を受けた者が存在する場合

は、委託契約に基づき協力する責

務が委託を受けた者に課される。

遵守

口 遵守

口 遵寸

※患者および医療機関がシステムを利

用する際の権利、義務、情報漏

洩・不正アクセス等のセキユリティリス

ク、医療機関・患者双方のセキユリ

ティ対策の内容、患者への影等

口 遵守

口 遵守

口 遵寸

口 遵守



V オンライン診療システム等が医療情報システムに影響を及ぽし

得るかを明らかにする。

Vi 医療情報システム以外のシステム(端末・サーバー等)におけ

る診療にかかる患者個人に関するデータの蓄積・残存の禁止。

Ⅵi システムの運用保守を行う医療機関の職員や事業者、クラウド

サービス事業者のアクセス権限を管理する(※)。

Ⅷ不正アクセス防止措置を講じること(1DS/1PS を設置する

等)。

秋不正アクセスやなりすましを防止するとともに、患者が医師の本

人確認を行えるように、「1-1)基本事項」における医師の本

人証明と医師の所属医療機関の確認が常に可能な機能を備

える。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関Va.)

遵守/
備考

推1

※第三者機関に認証されること力喫ま

しい

.2-2)に該当する場合を除く。

口遵守※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

※ID/パスワードや生体認証、1C力ー

ド等により多要素認証を実施するこ

と力塑ましい。またシステム運用監督

者は退職者アカウントの削除など管
遵守口

理外になりやすい要素を重点的に

監視すること。

※第三者機関に認証されること力塑ま

しい

※第三者機関に認証されること力塑ま
遵守口

しい

X アクセスログの保全措置。

灯端末へのウィルス対策ソフトの導入、 OS・ソフトウエアのアップデ

ートを定期的に促す機能。

河信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用い

て、通信の暗号化(TLSI.3 以上、やむを得ず 1.2 を用いる

場合は十分な暗号強度とするよう留意)を実施する。

XⅢオンライン診療時に、複数の患者が同一の施設からネットワー

ク{醗佳続的に接続する場合には、1P VPN や Ipsec+1KE に

よる接続を行う。

XiV 遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報にっいては、「医療

情報安全管理関連ガイドライン」に基づいて、安全に取り扱え

るシステムを確立する。

XiV 使用するドメインの不適切な移管や再利用が行われないよう

に留意する。

2-2)医療情報システムに影響を及ぽす可能性があるシステムの

場合(オンライン診療システムが、医療情報システムを扱う端

末で使用され、オンライン診療を行うことで、医療情報システム

に影響を及ぽす可台副生がある場合、2-1)に加えて「医療盾

報安全管理関連ガイドライン」{ご合った対策を行うこと。

法的保存義務のある医療情報を保存するサーバーを国内法の

執行が及ぶ場所に設置する。

医療機関に対してそれぞれの追力口的りスクに関して十分な説明

を行い、事故発生時の責任分界点を明らかにする。

遵寸

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

遵守

口 遵守
※第三者機関に認証されること力喫ま

しい

口 遵寸

・ログ監査・監視を実施することが望

ましい。

※第三者機関に認証されること力塑ま

しい

※第三者機関に認証されること力喫ま

しい
口 遵守

口 遵寸

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

推奨

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

遵寸

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

遵守

口



Ⅲ医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講

ずる。

iV オンライン診療システムは、上記の 2-1)及び 2-2 を満たして

いるシステムであるかどぅか、第三者機関に認証されるのが望ま

しい。

3.その他オンライン診療に関連する事項

(1)医師教育/患者教育

医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研

修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識

を習得する。

医師一患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質を

向上させるためには、より適切な盾報の伝え方にっいて医師一患者間で

継続的に協議する。

患者が盾報通信機器の使用に慣れていない場合にっいては、オンライン

診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンラ

イン診療支援者に対して、適切なオンライン診療が実施されるよう、機器

の使用方法や情報セキユリティ上のりスク、診療開始のタイミング等にっい

て、あらかじめ説明を行う。

(2)質評価/フィードノWク

オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。

質三判面においては、医学的・医療経済的・社会的観点など、多角的な観

点から評価を行う。

対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診

療録記載と遜色の無いよう注意を払う。加えて、診断等の基礎となる情

報(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理

ガイドライン等に準じてセキユリティを講じる。

(3)エビデンスの蓄積

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関"a.)

遵守/
備考

推奨

{※第三者機関に認証されること力哩ま
しい

・第三者機関の認証としては以下の

いずれか力哩ましい。

一般社団法人保健医療福祉情報安

全管理適合性三平価協会(HISPRO)、

プライバシーマーク 0IS Q 15001)、

推奨口 ISMS OIS Q 27001 等)、1TSMS

0IS Q 20000-1 等)の認証、情

報セキユリティ監査報告書の取得、クラウ

ドセキユリティ推進協議会のCSマークや

ISMSクラウドセキユリテ花忍証

(1S027017の取得

推奨

.オンライン診療の安全性や有効性

等に関する情報は、個々の医療機

関で保有されるだけでなく、今後のオ

ンライン診療の進展に向け社会全

体で共有・分析されていくこと力哩ま

しい。

口 遵守

口

医師は、電子カルテ等における記録において、日時や診療内容などにっい

て可能な限り具体的な記載をするよう心掛けるとともに、オンライン診療で

ある旨力溶易に判別できるよう努める。

推奨

口 推奨

口 推奨

口 遵寸

口



オンライン診療を安全に実施するためには、厚生労働省が示す「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な

実施に関する指針」を遵守して実施することが求められます。

オンライン診療を実施する際は、以下の内容にっいて患者に説明し、同意を得る必要があります。

以下のチエックリストは、オンライン診療を実施する際の患者への説明と同意を得る仕組み・流れにっいて点検を行う

際にご活用ください。

説明事項
オンライン抄のについて

にあれはy

オンライン診療は、触診等を行うことができない等の理由により、得られる清報が限られているため、対面
■

診療を適切に組み合わせて実施します。(VI(1)医師一患者関係/患者合意②V)

オンライン診療を実施する都度、医師がその実施の可否を判断し、オンライン診療による診療が適切でな

いと判断した場合は、オンライン診療を中断し、対面診療に切り替えます。(VI(1)医師一患者関係/

患者合意②V)

オンライン診療における医薬品の処方は、医師の判断に基づいて実施されます。安全のためにも、患者に

おいては、現在服薬している医薬品を医師に正確に申告することが求められます。(VI(5)薬剤処方・■

管理② i)

オンライン診療はりアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を用いる必要があります。メー

ルやチャツトなどのみによって診療を実施することはできません。(VI(6)診察方法ii、 QA16)
■

※チャット機能を活用する場合は、当該機能を活用して伝達しあう事頂唖包囲にっいて医師の指示に従

つてください。

オンライン診療は患者のプライバシーが保たれるよう、患者は物理的に外部から隔離される空間で実施す

る必要があります。(V2(2)患者の所在② ii)
■

医師と患者のいずれにおいても、第三者を同席させる場合には、都度相手方に説明し、同意を得る必

要があります。(VI(6)診察方法②N、V2(5)通信環境)

以下の事項を含む診療計画にっいて説明します。(VI(3)診療計画② i、iii)

※初診からのオンライン診療を行う場合にっいては、診察の後にその後の方針(例えぱ、次回の診察の
■

日時及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明します。その

後、オンラインでの診療継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、診療計画を定めます。

①オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)

②オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)

③診療時間に関する事項(予約制等)

④オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)

⑤オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える
口

旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うこと力やできなくなる場合を含む)

⑥触診等できないこと等により得られる,情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対して積極的に協
口

力する必要がある旨

⑦急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示) 口

⑧複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にど
口

の医師がオンライン診療を行うかの明示

⑨情報漏洩等のりスクに備えて、セキユリティリスクに関する責任の範囲(責任分岐点)及びそのとぎ

れがないこと等の明示 ■

(例)

オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチエツクリスト

患者に対して説明すべき内容のチェックリスト

ロ
ロ
ロ
ロ



オンライン診療の白について

【セキユリティリスク】

・医療機関・オンラインシステム提供事業者に対するサイバー攻撃等による患者の個人情報の漏

洩・改ざん等

・非意図的要因(操作ミス等)や災害によるIT障害等

・第三者による画面の覗き見による個人情報の漏洩等

【医療機関及びオンライン診療システム提供事業者に課される事項】

・医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキユリティリスクを説明し、オンライン診療に

用いるシステムを利用することにっいての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に記載し、オ

ンライン診療を実施すること。

・医師は、患者に対しあらかじめ情報通信機器の使用方法、医療情報のセキユリティ上安全な取扱

い等について説明すること。

・オンライン診療の際、医療盾報システムに影響を及ぽす可能性があるオンライン診療システムを使用

する際は医療情報安全管理ガイドライン等に沿った対策を講じること。

・オンライン診療の際、医療情報を取得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情

報システムに影響を及ぽす可能性がある場合には医療情報安全管理ガイドライン等に沿った対策を

講じること。

・汎用サービス(Teams、LINE 等)を使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を

与えない設定とすること。また、意図しない三者通信を防ぐために、医療機関から患者に繋けること。

オンライン三かの日体制について

オンライン診療に伴うセキュリティおよびプライバシーのりスクに関連して、患者様には以下の注意事項

を守っていただくようお願いいたします。(V2(5)通信環境3)

①オンライン診療に使用するシステムに伴うりスクを把握した上で、オンライン診療を受診してくださ

い。

(例)りスクスマートフォンの紛失や、パソコン上のウイルス感染に伴う医療情報の漏洩等

取りうる対剣快ワード設定、生体認証設定、ウイルスソフトのインストール等

②オンライン診療を行う際は、使用するアブノケーション、OS が適宜アップデートされていることを確

認してください。

③医師側の了解なく、ビデオ通話を録音、録画、撮影しないでください。

④医師のアカウント情報等を診療に関わりのない第三者に提供しないでください。

⑤医師との通信中は、医師との同意がない限り第三者を参加させないでください。

⑥汎用サービス(Teams、LINE 等)を使用する際は、医師側仂ちおっなぎしますので、患者様

倶仂ちは発信しないでください。

⑦原則、医療機関側が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能の利用やファイルの送

付などは行わないでください。特に外部URLへの誘導を含むチャットはセキュリティリスクカ信いた

め行わないでください。

患者に対して説明すべき内容のチェックリスト

説明事項

にあれはJ

※参考資料総務省「遠隔医療モデj惨考書・オンライン診療版・」(令手口6年5月)

日本プライマリ・ケア連合学会「プライマリ・ケアにおけるオンライン診療ガイド」(version2.0)

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

総務省.経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービス提供事業者における安全ガイドライン」

説明事項

にあれはy

■

■

口

口

口

以上

ロ
ロ
ロ



基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オソライン診療受診施設V

基準等遵守の確認をするためのチエツクリスト
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」に準拠

(1)オンライン診療受診施設

オンライン診療受診施設は、対面診療が行われる場合と同チ呈度に、清潔

かつ安全でなけれぱならない。

プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間に

おいてオンライン診療が行わなけれはならない。

具体的な取組

(2)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)

1)オンライン診療受診施設が行うべき対策

オンライン診療受診施設は、オンライン診療に用いるシステムによって

講じるべき対策が異なることを理解し、オンライン診療を計画する際

には、患者に対してセキユリティリスクを説明し、同意を得る。

認日:

確認者:

遵守ノ

推奨

1-1)基本事項

オンライン診療受診施設は、オンライン診療に用いるシステムを

提供する事業者(以下「事業者」という。)による説明を受け

(※)、十分な情報セキユリティ対策が講じられていることを確

認する。

当該確認に際して、オンライン診療受診施設は責任分界点に

ついて確認し、システムの導入に当たっては、そのりスクを十分

に^する。

オンライン診療システムを用いる場合は、オンライン診療受診施

設は OS やソフトウエアのアップデートにっいて、事業者と協議・

確認した上で実施する。

アップデートカCできない等の個別対応が必要な場合には、事業

者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。

オンライン診療受診施設は、必要に応じてセキユリティソフトをイ

ンストールする。

備考

口 遵守

・オンライン診療受診施設は、システ

ムは適宜アッブデートされ、りスクも変

わり得ることなど、^羣を深める。

口 遵寸

※システムに関する個別の説明を受け

ることのみならず、事業者力幌示して

いる情報提供内容を自ら確認する

ことを含む。

口 遵守

口 遵寸

口 遵寸



iV オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認

証を用いる。

V オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を

満たしていることを確認する。

Ⅵオンライン診療受診施設の職員は、オンライン診療の研修等を

通じて、セキユリティリスクに関する情報を適宜アッフテ'ートする。

1-2)オンライン診療受診施設が汎用サービスを用いる場合に特に

留意すべき事項(オンライン診療受診施設が汎用サービスを

用いる場合は、1-1)に加えて下記の事項を実施)

オンライン診療受診施設又はオンライン診療受診施言窒から委

託を受けた者は、汎用サービスのセキユリティポリシーを適宜確

認し、患者の問い合わせに対応できるようにする。

個別の汎用サービスに内在するセキユリティリスクを理解し、必

要な対策を講じる責任はオンライン診療受診施設にあることを

^牛する。

端末立ち上け時、パスワード認証や生体認証などを用いて操

作者の認証を行う。

2)オンライン診療システム事業者が行うべき対策

※オンライン診療受診施設の設置者又は管理・運営責任者は、下記

を踏まえて、セキユリティリスク対策を講じること。

オンライン診療システムを提供する事業者は、下記を備えたオンライン

診療システムを構築し、下記2-1)の項目を満たすセキユリティ

面で安全な状態を保っ。

オンライン診療システムをオンライン診療受診施設が導入する際、事

業者は、オンライン診療受診施設に対して、オンライン診療受診施

設が十分に理解できるまで、オンライン診療システムのセキユリティ等

(※)に関する説明を行う(分かりゃすい説明資料等を作成しオ

ンライン診療受診施設に提示することが望ましい。)。

2-1)基本事項

i オンライン診療受診施設に対して、オンライン診療受診施設が

負う情報漏洩・不正アクセス等のセキユリティリスク及びシステム

障害時の診療への影響を明確に説明する。

ii 事業者はオンライン診療受診施設に対して、オンライン診療の

セキユリティに係る責任分界点にっいて明確に説明し、合意し

た範囲において責任を負う。

iii オンライン診療システムの中にビデオ会議システム等の汎用サー

ビスを組み込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般の

セキユリティリスクにっいて、オンライン診療受診施設に明確に説

明し、合意した責任分界点の範囲において責任を負う。

iV 事業者は、合意に基づき、脆弱性などのセキユリティリスク発生

時には速やかにオンライン診療受診施設に状況や対応方法等

の情報提イ共を行うなどの善管注意義務を適切に履行する。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンライソ診療受診施設Va.)

遵守/
備考

推奨

口推奨

口 遵守

口

皿匝
遵寸

口 遵寸

口 遵寸

口

・委託を受けた者が存在する場合

は、委託契約に基づき協力する責

務が委託を受けた者に課される。

遵守

口 遵守

口

※患者、医療機関及びオンライン診療

受診施設がシステムを利用する際の

権利、義務、情幸圃届洩・不正アクセ

ス等のセキユリティリスク、患者・医療

機関・オンライン診療受診施設三者

のセキユリティ対策の内容、患者への

影響等

遵寸

巨^

口 遵寸

口 遵守

口 遵守

口 遵守



V システム(端末・サーバー等)における診療にかかる患者個人

に関するデータの蓄積・残存の禁止。

Ⅵシステムの運用保守を行うオンライン診療受診施設の職員や

事業者、クラウドサービス事業者のアクセス権限を管理する

(※)。

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンラゴン診療受診施設V改.)

遵守/
備考

推奨

Ⅵi 不正アクセス防止措置を講じること(1DS/1PS を設置する

等)。

Ⅷアクセスログの保全措置。

口

Ⅸ端末へのウィルス対策ソフトの導入、 OS・ソフトウエアのアップデ

ートを定期的に促す機能。

X 信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用い

て、通信の暗号化(TLSI.3以上、やむを得ず1.2を用いる

場合は十分な暗号強度とするよう留意)を実施する。

幻オンライン診療時に、複数の患者が同一の施設からネットワーク

にゑ凶続的に接続する場合には、1P VPN やIpsec+1KE によ

る接続を行う。

灯i 遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報にっいては、「医療

情報安全管理関連ガイドライン」に基づいて、安全に取り扱え

るシステムを確立する。

XⅢ使用するドメインの不適切な移管や再利用が行われないよう

に留意する。

2-2)システム内で診療にかかる患者個人に関するデータを蓄

積・残存する場合、2-1)に加えて「医療情報安全管理関連

ガイドライン」1ご合った対策を行うこと。

オンライン診療受診施設に対してそれぞれの追加的りスクに関し

て十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らかに

する。

i 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講

ずる。

遵守

・ 2 -2)に該当する場合を除く。

※第三者機関に認証されること力塑ま

しい

口

※ID/パスワードや生体認証、1C力ー

ド等により多要素認証を実施するこ

と力哩ましい。またシステム運用監督

者は退職者アカウントの削除など管

理外になりやすい要素を重点的に

監視すること。

※第三者機関に認証されること力塑ま

しい

遵寸

口 遵守

口

※第三者機関に認証されること力塑ま

しい

遵守

・ログ監査・監視を実施することが望

ましい。

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

口 遵寸

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

遵守
※第三者機関に認証されること力喫ま

しい

口 推奨
※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

口 遵守

口

※第三者機関に認証されること力哩ま

しい

皿圃
遵守

口 遵守

口 遵守
※第三者機関に認証されること力哩ま

しい



オンライン診療システムは、上記の 2-1)及び 2-2 を満たして

いるシステムであるかどぅか、第三者機関に認証されるのが望ま

しい。

3.その他オンライン診療に関連する事項

(1)当該施設において、オンライン診療を提供する連携医療機関等の名称等

0)立§^

オンライン診療受診施設は、患者の選択に資するため当該施設におい

て、オンライン診療を提供する連携医療機関の名称等を公表する。

(2)遠隔で施設を管理等する場合

通信機器の不具合や患者急変時等に、患者・オンライン診療を行う医師

/医療機関・都道府県等が連絡する連絡先を提示し、速やかに対応でき

る体制を確保する。

速やかに対応できる体制の確保の具体的内容

基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンライン診療受診施設"a.)

遵守/
備考

推奨

口

第三者機関の認証としては以下の

いずれか力塑ましい。

一般社団法人保健医療福祉情報安

全管理適合性評価協会

(HISPRO)、プライバシーマーク 0IS

Q 15001)、1SMS OIS Q 27001

等)、汀SMS OIS Q 20000-1

等)の認証、'情報セキユリティ監査報告

書の取得、クラウドセキユリティ推進協議

会のCSマークやISMSクラウドセキユリ

ティ認証(1S027017)の取得

推奨

遵守

(3)法人がオンライン診療受診施設を設置する場合

i 設置者が法人の場合は、管理・運営責任者を定める必要がある。

口 遵守

■

口



安心・安全にオソラオソ診療を受けるためのチェックリスト(患者VeT.)

安心・安全にオンライン診療を受けるためのチエツクリスト

オンライン診療を正しく理解し、安心・安全に利用いただくために特に重要なボイントや注意事項をまとめました(※

これからオンライン診療を初めて利用される方、ご関心のある方はせひご一読ください。

項目

オンライン診療

について

オンライン診療は対面診療と組み合わせて実施します。患者さんの症状や状態によっては、医師の判断によ

り、オンライン診療を中止し、対面による診療に変更する場合があります。

初診からのオンライン診療は、原則として「かかりっけの医師」が行います。

「か力町っけの医師」以外がオンライン診療を行う場合には、診療前に、医師が患者さんの症状や情報を確

認します。適切な診察のためにも、事前の問診には正確に答えることが重要です。

医薬品の処

方・管理につい

て

※かかりっけの医師とは、日頃から直接の対面診療を行っているなど、すでに患者さんと直接的な関係がある医師のこと

をいいます。

初診の場合には、以下の処方はできません。

ボイントや注意事項

・麻薬及び睡眠薬や抗不安薬等の向精神薬の処方

.基礎疾患等の清報が把握できていない患者さんに対する特に安全管理が必要な医薬品の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する8日分以上の処方

医薬品の中には、処方に当たって飲み合わせを調整するなど、特に注意を要するものがあります。

医師が適切に判断できるよう、現在使用している医薬品(市販薬を含む)について正に申

診察方法につ

いて

オンライン診療

を受ける場所

について

する必要があります。

オンライン診療では、文字、写真及び録画画のみのやりとりは認められていません。

通信環境につ

いて

診察の内容は患者さんにとって非常に重要な個人情報です。自宅や職場等からオンライン診療を受けるこ

とができますが、必ず、清潔で安全が保たれかっ、プライハシーが保たれる空間でオンライン診療を受け

てください。(運転中の車内、周囲に人がいる喫茶店等でのご利用は控えてください。)

医療提供施設(オンライン診療受診施設を含む。以下同じ。)では、情報漏洩等がないよう、適切なセ

キユリティ対策を講じています。医師須小患者さん側双方の個人情報保護のため、以下の点にっいてご理

解・ご協力ください。

医師の了解なく、ビデオ通話を録音、録画、撮影しないでください。

理解

できたらJ

口

医師のアカウント等の情報を、診療に関わりのない第三者に提供しないでください。

医師との通信中は、第三者を参加させないでください。

口

患者さん以外の方(家族含む)が立ち会う場合、事前に医師の許可を得てください。

医療提供施設におけるセキュリティ対策のため、医師の許可なく、チヤツト機能の利用やファイル

オンライン診療で適切な医療を受けるためには、医師と患者さんの間で、より適切な情報の伝え方について

継続的に相談することが重要です。

※医療提供施設においては上記のボイント・注意事項を含むオンライン診療基準及びオンライン診療指針を遵守して、オンライン診療を実施

することが求められています。

の送付などは行わないでください。

特に、チヤツトにURLを添付することは行わないでください。

その他、オンライン診療に係るアブノやサービスの利用にあたっては、使用するアメノやサービスのセキユリテ

イリスク及び情報の取扱いを十分ご確認のうえ、医療機関の指示に従ってください。

口

口

■
口

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ


